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第 10 日目（６月 13 日） 

○議   長（小澤 実君）  おはようございます。議会傍聴をありがとうございます。 

散会前に引き続き本会議を再開いたします。 

○議   長 ただいまの出席議員数は 21 名であります。これから本日の会議を開きます。 

なお、病院事業管理者から公務のため欠席、清塚議員から家事都合のため欠席の届けが出

ておりますので報告いたします。また、私が午後から家事都合のため欠席をいたします。届

けを副議長に提出し許可を得ていますので、あわせて報告いたします。 

〔午前９時 30 分〕 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

○議   長  質問順位 13 番、議席番号 16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  おはようございます。傍聴の皆さん、本当に早朝からありがとうございま

す。感謝申し上げます。 

当南魚沼市議会は議会改革を行いまして、今議会より所管の委員長でも一般質問ができる

ようになりました。当たり前のことでありますけれども、議会では「慣例」という言葉があ

りまして、一般市民では考えられないようなこともあるのも事実でございます。また、議会

であるからこそ、この慣例の重さというものもあるわけでございます。その両てんびんを大

切にしながら、市民の目線で改革も必要になってくるわけであります。感謝をする中で、通

告に基づきまして、今回大項目１点であります。 

「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

「地域包括ケアシステム」の後押しへの具体策について質問させていただきたいと思って

おります。この質問に関しましては、本当に介護現場で頑張っておられる関係者皆様に、感

謝と敬意を含めて、一般質問をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

それでは、始めさせていただきます。厚生労働省は介護職員が 2025 年度時点で、約 33 万

7,000 人足りなくなるという推計を、先月の 21 日に発表いたしました。必要数約 244 万 7,000

人に対して、今後、人材確保に取り組まなかった場合の職員数は、約 211 万人にとどまる。

必要な人数に対して、実際に何人が働いているというかを示す充足率は、2020 年度で 94.2％、

2025 年度では 86.2％に下がるという、そういう数字が出ました。この推計は全国の市町村の

介護サービス見込み量に基づきまして算出したそうであります。新たに、この 2016 年時点の

職員数は、今、2016 年のデータでありますけれども、約 190 万人で、この団塊世代が全て 75

歳以上になる、要するに 2025 年までに、新たに約 54 万 7,000 人の人材を確保する必要があ

るというふうにあるわけであります。数字が出ております。 

この今こそ、やはりこの制度の縦割りを越えて、医療・介護・福祉の専門人材を、本人を

支えつつ、地域住民がお互いに助け合う体制をつくらなければならないわけであります。こ

れは大都市も含めてであります。医療、介護、この福祉の制度を、そうしなければ維持でき

なくなるという、明確にそういう数字が出されました。この 2018 年、本年は、２年ごとの医
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療の診療報酬の改革の年でありました。そして、本年に関しましては、３年ごとの介護報酬、

障がい福祉サービス等の報酬等の改正の年であるわけであります。そこで、ますます今年度

から介護の保険者である市町村の役割と責任がさらに大きくなってくるわけであります。 

この介護保険では、この地域の医療、介護関係者による会議の開催や、関係者の研修など

を行う在宅医療連携推進事業など、全ての市町村で実施されることになるわけであります。

そして当市においても、今年度より開催されることになっております。しかし、現実はこの

４月からきちんと始められる自治体は、正直いって多分、そんなに多くないのが現実だと思

っております。地域包括ケアの正念場の年になるといっても過言でないわけであります。優

れたヘルパーを育て、そしてキャリアアップを後押しすることは、利用者が満足の高い介護

サービスを受けることにつながるわけであります。 

団塊世代が全て 75 歳以上になる、2025 年に向けて、ますます不足すると予測される介護

人材確保をどう支援していくか、具体的に何が必要か、お伺いさせていただきたいと思って

おります。１点目であります。第７期介護保険事業計画における、本年度計画と課題につい

てお伺いいたします。この第７期計画は、今年度が初年度でスタートしました。担当現場で

は必死で介護現場を守ろうと、推進しようとしているわけであります。全く始まったばっか

りで大変恐縮でございますけれども、課題等が見えてきている部分があるかと思いますが、

広いですので、精査した中で結構ですので、お伺いさせていただきたいと思っております。 

２点目であります。地域包括ケアシステム推進本部長の設置、考え方についてお伺いいた

します。医療・介護・福祉現場では、それぞれ制度があって、言葉ではわかっているようだ

けれども、なかなか連携ができないのも事実であります。であるからして、今こそこの制度

の縦割りを越えた組織づくりが私は必要ではないかというふうに思うわけであります。まち

づくりの視点で方針や情報の共有なども進めなければならないと感じます。首長、もしくは

副市長が地域包括ケアシステムの推進本部長となって、推進本部を設置し、部や課を越えた、

またお金もかかってくるわけでありますので、そういうことなどを考えていく、これも私は

大事だと思っております。お伺いさせていただきたいと思っております。 

３点目であります。当市独自の介護福祉士等就学資金貸付の創設についてお伺いいたしま

す。これは将来に向けての介護人材を支援する意味でも、現在では県で新潟県の福祉協議会

が窓口になって推進しております。でありますが、今後の推移をみたときに、市としても私

は独自で何らかの支援策をやはり打ち出さなければいけない。介護現場を守る意味でも、先

行施策をしてはいかがなものかというふうにお伺いするものであります。 

４点目であります。生活援助の具体的推進に新たな研修制度の検討についてお伺いさせて

いただきます。当市は本年より市独自で、介護人材確保支援事業で講習会の費用を全面免除

し、実施しております。大いに私は評価したいと思っておりますが、申し込みの現状はご承

知のとおりであります。この担当部署からは、秋に向けて再度内容を検討した中で、実施す

るとも聞いております。市執行部の何としても人材を確保したい、そういう意気込みを感じ

るわけですけれども、新たな研修制度の検討についてお伺いさせていただきたいと思ってお
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ります。 

2018 年度診療介護報酬の同時改定によりまして、やはり私は焦点の一つが訪問介護サービ

スで、掃除や調理などを行う「生活援助」、ここをどうするかということが私は大事な部分に

なってくるのではないかというふうに思っているわけであります。そういう意味で、ぜひ、

よろしくお願いしたいと思っております。 

最後になります。５点目であります。在宅要介護高齢者家族手当の拡充についてお伺いい

たします。この件につきましては、私は何度もこの議場で質問させていただいており、本当

に恐縮いたしますけれども、2025 年を見据えたときに、今後は在宅をどう手厚く支援してい

くかが大事であると思います。当市は在宅介護手当をいち早く実施させていただいておりま

す。家族に対する慰労の意義を込めて実施しているわけであります。私は思いやりのある温

かい制度だと思っております。しかし、今後を見据えたとき、やはり私はもう少し拡充すべ

きではないかというふうに市長に見解をお伺いするものであります。 

以上、地域包括ケアシステムの後押しの具体策について、幅広い介護の角度の中でありま

すので、絞った中で質問をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

○議   長  中沢一博君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  おはようございます。それでは、中沢議員のご質問に答えてまいりたいと

思います。 

「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

大変重要なテーマの、地域包括ケアシステムということで、後押しの具体策ということで

あります。それでは最初の項目からお答えしてまいります。第７期の介護保険事業計画にお

ける、本年度計画と課題でありますが、地域包括ケアシステムの構築、これについてはいう

までもありませんが、医療・介護など、専門職の皆さんの連携のみでなくて、市民の皆さん

のボランティアなど、また、さまざまな福祉関係の組織、また主体によります取り組みが絶

対的に必要であります。しかし、これまで市民の皆さん等への周知活動が我々のほうから十

分ではなかったといえると私は思っております。 

そこで、今年度におきましては、ウェブサイト上や、またチラシ等によります、今、市民

の皆様への啓発等を強化することとして取り組ませいただいております。市民の皆さん主体

の生活支援を推進するため、昨年度からですが、社会福祉協議会に委託をさせていただき、

生活支援コーディネーター、こういう制度を配置したところでありますが、引き続き生活支

援コーディネーターの方々やボランティアセンター、これらとの連携を密にさせていただき、

活動の充実やさらなる人的資源の把握に努めていきたいと思います。 

また、さまざまな主体、いろいろな組織とか、そういう皆さんに集まっていただきまして、

いわゆる「協議体」、言葉がちょっとかたいのですけれども「協議体」。みんなで協議をする

場ですね。その組織を設置させていただいて、情報共有などを図っていきたいと考えており

ます。この協議体につきましては、年内に組織を立ち上げる方向で今進めておりますのでよ
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ろしくお願いします。さらに今年度、予防事業の１つとして、高齢者の皆さんにボランティ

ア活動に関心を持ってもらうように、どうしてもお年寄りがお年寄りを支えるというところ

は、これなくしては、多分、大きな人口の偏りのある、そういう山は越えていけないという

ふうに思っておりまして、関心を持ってもらうよう介護支援ボランティア活動に対しまして、

ポイントを付与する制度――これはよく中沢議員からここでいろいろなご提言を前からいた

だいていたわけですけれども、この制度を 10 月から開始いたします。この準備を今進めてお

りますのでよろしくお願いいたします。とまることなく、これをどういうふうにまたさらに

進化させていくかということが、これからもずっと不断の努力をしなければならない点だと

思っております。 

在宅医療と介護の連携であります。どうしてもこの部分でありますが、地域包括ケア連絡

協議会、この活動に引き続き取り組ませていただき、在宅医療推進センター、また歯のほう

ですね、在宅歯科医療連携室、これらとも協力をし、多職種のいろいろな職種に分かれてお

りますので、多職種研修会、また市民フォーラム、これらによって医療・介護専門職の連携

をしていく、そういうことを進めていくべく、今進めておりますのでよろしくお願いをした

いと思います。 

 ２つ目の推進本部長を置けという、置いたらどうだという考え方であります。現在、地域

包括支援センターが中心となりまして、医療、介護の専門職の皆さん、そして地域のボラン

ティアなどのネットワーク化を進めている。最初の一番目の質問にも符合することですけれ

ども進めています。地域包括ケアシステム推進本部長、この設置というのは今のところは考

えてはおりませんけれども、地域包括ケアシステムの推進のためにはさまざまな主体が集ま

った話し合いの場がまず必要だと思っております。 

幾つかの会議を機能的に連携をさせる中で、これを進めていきたいと思いますが、地域包

括のケアシステムというのは、言葉は最近の言葉でありますけれども、これからかなり長い

長期間、この問題に行政も、そして地域も直面してくるという中では、私としては現在は考

えていないというお答えをしましたけれども、縦ではなくて横の連携というのが、まさしく

必要になってくると思います。誰がつくかとか、そういう問題はここではちょっと答えられ

ませんけれども、私の中では必ずしかるべき時期にこの方向性は取り組まなければいけない

問題ではないかと考えているところであります。現時点ではそういう連携の中でのやり方で

やっている。当然ですけれども、行政の長は私でありますので、そういうことにも言及、思

いをはせながら皆さんと機能的に結びついていくということで、進めさせていただいており

ます。 

 ３つ目の市独自の介護福祉士等への就学資金の貸し付けの創設であります。今、介護現場

における人材不足が深刻化をしている。これは当市もそのとおりであります。平成 29 年５月

に介護従事者に関する実態調査というのを、昨年５月に私どもの市は行っています。市内の

介護サービス事業所において、今、約 130 人の介護従事者が不足しているという状況を、正

確につかませてもらっています。今年度、昨年の調査結果に基づきまして、実際にどのよう
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な資格をもった人材が介護現場で必要であるか。全体像としては 130 人、その中でどういう

職種ですかということにつきましても、市内の全部の介護事業者、これは 97 事業者ございま

すが、調査を行っています。 

この中では介護福祉士が 58 人不足しているという状況がわかっております。いろいろな職

種がありますが、次にのぼってくるのがよくいわれております福祉施設内、組織における介

護職員、これが 45 名不足しています。というデータになっております。我々が想像している

とおりであります。結果もそうであります。この結果を踏まえて、人材の確保、育成に向け

た取り組みが必要であると考えますが、この人材不足については当市だけの問題ではなくて、

社会全体の問題であります。なので、全国市長会等も含めて、さまざまなところでこの問題

が話題にのぼらないときはありません。県においても、この介護福祉士、そして社会福祉士

就学資金を貸与する制度がありますが、30 名程度で募集を打ち切るなど、十分なものとはと

てもいえるものではありません。市内の事業所では、今、外国人の就業者を養成するという

取り組みを始めたところも一部出てきています。人材確保については本当に喫緊の課題であ

るというふうになっております。 

南魚沼市としては、就学資金の貸与の制度につきまして、市内の高校生の養成学校への進

学の状況、また、市内事業所の採用実績や、採用計画、将来にわたる計画とか、こういった

ものを調査した上で、制度について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

外国人の力を借りるという話が一部出てきたという話をしました。私ども南魚沼市として

もこれに取り組んでいくつもりでおりまして、現在、どういうチャンネルがあるか。一部お

話をきちんとしていこうというところを今始めたばかりでありますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 ４番目の新たな研修制度の問題であります。生活援助サービスについては、昨年度から、

従来の訪問介護相当のサービスのほか、住民主体のサービスであります、訪問型サービスＢ、

これを開始したところです。訪問型サービスＢの従事者には、県主催の担い手養成研修、こ

れらに参加をいただくこととしております。今年度ですが、新潟県シルバー人材センター連

合会、ここが主催している研修会が９月に予定をされておりまして、市独自での研修会の開

催は、今年度は計画をしておりません。こちらに、連合会主催のほうに出ていただこうとい

うことであります。しかしですが、担い手の研修は、これは絶対に必要だというふうに考え

ておりまして、今後、県や今ほど申し上げました県シルバー人材センター連合会、これらの

研修実績、また計画等も参考にさせていただきながら、当市としても検討していきたいと考

えております。 

 ５つ目の在宅要介護高齢者の家族手当の拡充の件です。この手当につきましては、平成 26

年度に拡充のための要項改正を行わせてもらいました。新たな判定期間、これは在宅介護判

定期間１月から 12 月、以前は４月から９月まででありました。ご存じのとおりであります。

前年度より 40 人増えて、177 人でありました。これは平成 26 年度の拡充です。平成 27 年度
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から３か年の決定者数を申し上げますと、平均 210 人程度で、要項改正前と比較すると 70人

程度の増加となっています。 

認定に当たって却下された、却下人数というのがありまして、これは年度によってばらつ

きがありますが、却下される理由というのは、在宅介護判定期間、連続３か月以上在宅介護

が条件になっていまして、この不足によるものとなっています。 

南魚沼市ではですが、要介護４以上の要介護認定者を連続３か月以上、在宅介護している

家族に一律で今、年額３万円を支給しています。県内の状況を見渡しますと、月額単価での

支給、また課税状況による制度をつけるなど、支給の要件というのは、県内いろいろ、さま

ざまになっています。当市のこれからの拡充の件につきましては、やはり近隣市町村の状況

なども参考にさせてもいただきながら、要介護度やそれから在宅期間などの支給要件、また

支給の内容につきまして、これは慎重に検討をしてまいりたい。検討してまいりますが、慎

重にということでやっていきたいと思います。これからどうしても在宅に向かい、そしてこ

れらの需要が当然急速に増えてくるという中で、どういうことができるのであろうかという

ことを慎重に検討をしていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

それでは、１項目から再度、市長の今の答弁をいただいた中で質問をさせていただきたい

と思っております。第７期計画の中で、やはり私は予防と在宅というのがキーポイントにな

るわけでございますけれども、今、市長が言ったように、今すぐはできないけれども、着実

に進んでいるという報告もいただきました。また、具体的に月数までもいただいたのも事実

であります。その中で、ぜひ、そういう部分を頑張っていただきたいというふうに思ってお

ります。 

その中で、私もいろいろ今まで――今回はどっちかというとそういう人材確保の部分の角

度で介護の質問をさせていただいているわけですけれども、やはり今までもずっと処遇改善

に関しては、市長もご承知のとおり何遍もこの議会で訴えてまいりました。本当に現実に介

護の報酬というか、給料は少ないといわれていますけれども、今、本当に年々上がってきて

おります。ですから、ぜひ、多くの市民の皆さん、またこれからの若い方たちも、介護職と

いうのはすごく希望がある場所だというふうに私は思えてなりません。 

例えば地域密着型サービス事業所が 30 ある中で、処遇改善したと前に報告を受けたのは、

29 あるというふうに聞いております。この平成 28 年度の一人当たりの月平均で、２万 4,302

円上がったというふうに聞いております。そして、平成 29 年度では１万円増加して、そして

加算の上限額が３万 7,000 円相当になったというふうに聞いております。これが 15 事業所で

あるというふうに聞いております。着実に一歩一歩進んでいるのも事実であります。やはり

これから、例えば介護従事を 10 年したならば、今度は月掛け８万円アップするという、国の

こういう制度も打ち出しを開始いたしました。 
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ですから、私はまだまだ介護の皆さんが、これから介護職員の本当に多くのときに、まだ

人材を登用しているし、本当にあなたを必要としているのだということを、多くの皆さんか

らわかっていただきたい。そういうふうに私は実感するわけであります。 

その中でちょっと感じたのは、処遇改善が 30 のうち、例えば地域密着型サービス一つをと

ってみて、30 のうち 15 実際上がってきている。だけれども逆にいえば、上げられるところ

はいいのですけれども、上げていないところがあるわけであります。その部分をどう行政と

してやっていかれるかという部分、それをどのように考えておられますでしょうか、お聞か

せいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

前段の介護職についての問題。いろいろありますね。本当にそういう施設できちんとみる

部分、在宅方向に向けていけということですけれども、なかなか大変な問題だと思います。

１点いうのは、介護を本当に頑張っている若い人たちの声を聞くこともありますけれども、

すばらしい仕事に従事しているという自負心というか、そういう誇りを持ってやっている人

もいる。ただ、その入り口のところで、今、介護職を目指さない、非常にそういう部分がき

つい、つらい、そういうふうになっているということを、そこを変えていかなければいけな

い。それは金銭もあるでしょうし、いろいろあると思います。 

我々自身が、その介護というものを、先ほどいったような雪のあの例のイメージと似たと

ころがあるのですけれども、我々側から大変だ、大変だということが、やはり何かいろいろ

なことで若い人たちに影響してきているのではないかという思いがいたします。その辺はち

ょっと置いておきますが、具体的なことになるかと思いますので、担当の部、課長のほうか

ら答えてもらいます。よろしくお願いします。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

今ほどのお話でございますが、確かに介護現場での処遇改善を実施する場合におきまして

は、それぞれの研修制度を設けた中で、職場のスキルアップを行うということが条件となっ

ているところもありますので、事業所の人員の確保状況ですとか、力状況によってできると

ころ、できないところも出てきていることも事実でございます。そのためにも全体的な人材

確保、今市長が申し上げましたとおり、全体的な人材確保というのが一番の条件になってく

るかと思いますので、その取り組みは行政として一番実施するべきものと思っています。 

県のほうの予算の中でも、人材確保においてはイメージアップを取り組むという部分に、

今、予算の重点化が行われております。例えば、介護の現場のやりがいですとか、魅力とい

うものをＤＶＤを作成した中で、ＤＶＤ等の媒体を通じてそういったものを若い人に知らせ

るような活動も行っておりますので、そういったものを通じて市としましても、人材の確保

のための取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 
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○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

本当に今、私どもが当初思っていた介護とは大変だというのから、本当に国全体が支えて、

今、市長をはじめ執行部のトップの皆さんがお話したとおり、本当に全面的に支えていこう

という、そういう体制になっております。本当に私は介護人材にどんどん入ってきていただ

きたい。これからは歳をとっても、例えば介護ロボットのようなものも今一生懸命しようと

しております。本当にそういう面でみんなで支えていただく。そういうイメージを一つ一つ

衣を剥がしていただいて、ぜひ、多くの若者、また中高年の皆さんも再度そういう部分に挑

戦していただけるというか、求めておりますのでお願いしたいと思っております。その件に

関しては結構でございます。 

 私は今いろいろ第７期計画をしていて、今現在、待機者が実際 120 人から 130 人かと思っ

ております。その中で、やはりいろいろ市民の方から相談を受けるのに、以外とびっくりし

たのは、例えば介護が必要になったときに、どこに相談したらいいですかという質問がある

のです。私は今ずっとこうやって携わっているから、こんなこと考えもつかないのですけれ

ども、現実にそういう市民の方が――以外と初めてのときは、今になって初めてそういう方

が身内にあったときには、そういう方が余りにも多いということなのです。それはびっくり

しました、私は。 

そうした中で、今、我が市においては、包括ケアの窓口を２名から４名にいたしました。

すごいいいことだと思います。その中でも私は一歩期待したいのは、今、例えば施設をした

ときに、施設に入ろうとして平均しますと大体１年半ぐらいかかっている。一概にはいわれ

ません。１年半かかっています。そのときによって、申し込みによって順番がいろいろ違っ

てくるのも事実であります。私はできないかと思っているのは、待機している人はいつにな

るかわからないというのが一番不安なのです。途中で、今こういう状況だから、どうなるか

わかりませんけれども、今こういう状況ですよというものの発信はできないのかということ

を、120 名から 130 名ですから、できなくは私はないと思うのですけれども、そういう、我

が市から本当に必死で在宅で介護をやっておられる人たちに、「もうちょっとですよ、頑張り

ましょうね」というというようなエールは発信できないものかお伺いしたいと思っています。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

まず２点。大きく２点でしょうか。まずは、以外に窓口があるのか、ないのかわからない

とか、そういう市民の皆さんの声はあると思うのです。例えば、市長は何をやっているのだ

ということを知らなかったとか、よくいわれるわけです。ただ、説明を、やはり発信が大事

だと思います。なので同じことだと思います。Ｑ＆Ａ的に今までと同じようなやり方ではな

くて、そういう声があるのであれば、我々も気づきがあって、例えばこうなったらここにど

うするのですか。クエスチョン、アンサーはこうですというような、そういうような広報ぶ

りというのもこれから考えなければいけないと思いますが、それも含めて。 

そして、２番目の途中経過というのですか。今の、現状はこうです、そして見通しが立て
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られないというのが皆さんがじれる、そして大変だと思う。そういうことを助長していると

思いますので、これができるかどうかについてはちょっと難しいものもあると思っているの

ですけれども、一応見解を担当部、担当課長のほうから答えさえますのでよろしくお願いし

ます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

最初の前段のほうの相談窓口の件でございますけれども、これにつきましては、例えば在

宅でお家にいた状況でどんどん状況が悪くなって、そういった必要が出てきたときの相談窓

口等について、個人ではなかなかそれが思いあたらない部分については、例えば、今現在も

そうですけれども、民生委員さんからみていただく、あるいは地域の行政区長さんのほうか

ら、そういったのを気づいていただく、そういった地域全体の見守りというもの、そのネッ

トワークづくりというのが必要になってくるものと思っていますし、実際そういった動きを

していただいているかと思います。 

あと、例えば医療現場の中でそういった、この方はそのまま退院された後、在宅にいくと、

介護が当然必要になるのかなというところについては、医療現場から私どものほうに話があ

り、そこで相談がまた広がっていくというふうな状況があるかと思います。先ほど話があっ

た地域包括ケアシステム、そのネットワーク、その個々の団体がつながっていく、そのシス

テムづくりをこれから進めていく中で、相談窓口も知らない人も自然と相談窓口につながっ

ていくような流れをつくっていきたいというふうに考えております。 

あと、待機者の状況につきましては、それぞれの事業所ごとに、施設、特養ですとか、そ

ういった事業所に対して申し込み等を行っている状況がありますので、その事業所の判定会

議の中で、次はどなたになりますというような進め方が主でございます。そういった中で幾

つもの施設を申し込んでいるという方もいらっしゃいますので、その方がどの状況になって

いるとか、そういったところについては、なかなか今現在の状況を個々の方にお知らせする

というのは難しい状況にあるかと思います。その都度、その都度状況が変わりますので、ち

ょっとそこは難しいのかなというふうに考えております。以上です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

確かに２点目のほうですけれども、状況が多分、１か所でなくて多いところに申し込んで

おられる方が多いかと思います。やはり、ケアマネさんの動きというものがすごく大事にな

ると思います。一番身近で支えてもらっているケアマネさんが、その介護者の家族に関して

も、手厚く、一生懸命そうしていただいていれば、すごくそれが励みになり、安心になり、

またそういう部分につながってくるかと思います。そういう部分を、いろいろ会議があると

思いますので、ぜひ、一歩でも前に進めていただければ、これはみんな誰でもが大変だと思

っているのです。自分だけ早くと思っていても、みんな状況がわかりますから、みんな大変

だと思っているのです。そんな無理なことばかりは言えないのです。そのときの状況によっ
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て全部違うわけですから、言われないのもわかります。ですけれども、こういう状況ですよ

という、そういうケアマネさんの動き等も、ぜひ今後、されていると思いますけれども、さ

らにそういう部分もちょっとお願いしていただければ、また一番の大変な部分は心の不安定

な部分なのです。心なのです、一番の部分はやっぱり。そこをどう私たちがケアしていくか

とかが私は大事かと思いますので、その点をお願いしたいと思っております。 

 ちょっと全然角度が違って申しわけないのですけれども、７期計画の中で、ちょっと角度

が違う中でこんな話、質問をして申しわけないのですけれども。私は昨日のほかの方の一般

質問で、ＣＣＲＣという部分がございました。そのときに、サービスつき高齢者住宅の件が

出てまいりました。私はあれっと思いました。今まで私は管轄の委員会でずっとこの部分も

ありましたし、ＣＣＲＣをずっと私どもは注視してまいりました。だけれども、ＣＣＲＣは

サービスつき介護住宅は関係ありませんと、私はそういうふうに最初はそういうふうに思っ

ておりました。どこからそのように変わったのでしょうか。 

申しわけないのですけれども、第７期計画のこの計画を見ていても、そんなものはどこに

も出てきておりません。はっきりいって。これは３年間だけですから、一概にはいえないけ

れども、この分厚い中のどこにもそういうサービスつき住宅の計画の云々が出てきておりま

せん。大丈夫なのでしょうか。担当部署はどのように掌握しているのでしょうか、お聞かせ

いただきたい。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

多分、きのうのやりとりの中で出てきた話だと思います。そこでもちょっと説明しました

が、経緯については、岡村議員からの質問にお答えした中ですけれども、多分、そのときの

説明をお聞きになっていると思いますが、詳細につきましては、じゃあ担当の部長のほうに

答えさせますので、よろしくお願いします。 

○議   長  総務部長。 

○総務部長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

今ほどのＣＣＲＣでの中のサービスつき、いわゆるサ高住というお話でございますが、今

ほど市長が申し上げましたように、岡村議員さんの質問の中でお答えしましたように、ＣＣ

ＲＣの今までの枠組みとは違って、その部分につきましては地元の関係者をはじめとする皆

さんから申し出があったといいますか、そういうことを考えているので、その枠組みの中で

できないかというようなご相談があったという案件でございます。おっしゃいますように、

市全体の施策としての連携の部分で、少し不足の部分があったかなというのは反省はしてお

りますが、まだ緒についたばかりで、具体的な部分についてもなかなか私どもが申し上げら

れる部分もございません。今後、よく横の連携をとりながら進めていきたいと思います。以

上です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 
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今の答弁をお聞きしますと、福祉部は掌握していないような状況。どこまで掌握している

かわかりませんけれども、何かそういうような横の連携部分で、そういうふうにみなしてい

いのですか。ちょっとお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

計画と別に話が出てきたということなので、そこら辺はちょっとご理解をいただきたいと

思いますが、みなしていいかどうかについては答えられますので、福祉保健部長のほうに答

弁させます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

市の７期計画全体の計画の中で、ＣＣＲＣという言葉が出て、サービスつき高齢者住宅と

いう言葉は出てきておりませんが、ただ、市全体、その７期計画の中では、高齢者の方が市

街地、生活がしやすいところに住居を移して、そこでサービスを受けながら住まいを行うと

いうコンパクトビレッジ、住まいと住まい方の検討という中で、そういった項目を設けてお

ります。 

その中で、整備の仕方はどういう形をとるのかはあれですけれども、サービスつき高齢者

住宅というのは、介護保険を介しての事業とはなっておりませんので、そういった中で有効

に使える部分であるというふうに考えておりますし、この計画の策定中におきましても、Ｃ

ＣＲＣの担当部署のほうからも相談を受けている部分でございます。以上です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

このサービスつき高齢者住宅というのは、おっしゃるとおり国交省の管轄であります、こ

れは。厚労省ではありません。ですから、私が今言ったように、これは介護保険の部分とは

違いますと言いましたけれども、じゃあ、今、介護保険の事業、例えば介護給付を受ける場

合、その負担はどこの自治体が出すことになっていますか。お聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

これは担当の部課長に答えさえます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

サービスつき高齢者住宅に居住していただきまして、そこで介護の認定をとって介護のサ

ービスを受けるということになれば、南魚沼市の介護保険のほうでの対応になります。以上

です。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

ですから、市民はすごく心配しているのです。今までサービスつき高齢者住宅というのは、
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今まで住んでいた自治体が補塡してくれるというふうになっていたのです。例えば東京の方

が南魚沼市に住むのだったら、東京に住んでいた自治体の方が、こっちに補塡してくれる。

だから、サービスつき住宅をここでつくってもいいですよという、そういう部分で私たちは

思っていたのです。 

だけれども今、サービスつき高齢者住宅がどんどん、どんどん増えてきて、介護給付費が

どんどん、どんどん増えてきて、国は大ごとだというふうになってきたのです。そして、そ

れを今度は、国とその地元、もとじゃなくてこっちも払わなきゃいけないようになってくる

のです。そこを一番私は心配しているのです。こういう計画にもないのに、どんどん出てき

ている。本当に今、例えば平成 28 年は介護給付費が 28 億円でしたですよね、保険の予算が。

今年度予算は 64 億円ですよ。どんどん、どんどん上がっているのですよ。市民が一番心配し

ているところなのです、ここが。 

そのところを私は云々じゃなくして、きちっと精査をした中で進めていっていただかなけ

ればいけない。みんなして守らなければいけないのも事実でありますけれども。その点を私

はすごく心配しているわけであります。これ以上は言いません、ちょっとこれはあれですか

ら。ですから、私は２点目の地域包括ケアシステムの推進本部長をつくったらどうですかと

いう提言もしているのです、こういう意味も含めて全部、医療も介護も福祉も含めた中で。

いつも言っているように、じゃあ誰が推進していくのですか、ということなのです。 

なかなか部を越えた横の連絡というのは、予算をつけるときにいろいろ難しいのです。わ

かりますよね。だから、やっぱり推進本部長というものがきちんと、例えば市長だったら市

長、副市長だったら副市長というふうにきちっと決めて、それをきちっとコントロールして

いく、リーダーシップをとっていかなければいけない。そういうところがないと、個々で云々

というのはしていったら、包括ケアシステムはできないのです。その点、もう一度お聞かせ

ください。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

先ほど答弁したとおりなのですけれども、必要になればやはり検討したいということを話

をしておりますので、その辺で理解していただかないと、これ以上の答弁はできません。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

大変失礼いたしました。１番の部分でしっかり、確かに市長は言ってくれました。ですか

ら私はそこをぜひ期待して、これから大きな部分で、ケアを全体にしていかなければいけな

いという部分で、私はぜひそういう制度を設けて、推進本部を設けていただいた中で、進め

ていただければ、各部もやりやすくなってくるのではないかと私は思いますので、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思っています。 

 ３点目に移らせていただきます。この市独自の介護福祉士等の就学の貸付金の創設の件で

あります。これについても、市長からも発展的答弁をいただきましたので、私はありがたい
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と思っております。先ほど市長が言ったように、私も調べてみました。今年度 30 人の枠で、

私はいっぱいいるかと思ったら、何と 13 人で終わったそうです、13 人で。だから枠が余っ

ているのです。考えられなかったです。ですけれども、先ほど市長が言ったように、来年か

ら外国人がどんどん入ってくるのです。これは今、問い合わせをしてみたら、もう、うちの

施設で外国人をこれだけしますから、お願いしますとそういうのが殺到しているというので

す。 

そうなった場合に、我が市だけでも 132 人足りないのですよ、計画に基づけば。そうした

ときにどう考えても具体的前進ができないのですよ。やはり私は先ほど市長が言ったように、

市独自で何かの形、看護師さんだってすごいことをされましたよね。 

市民病院でもやっている、県でもやっている、そして市でも始めました。月 15 万円ですよ。

すごいことだと思います。今、看護師さんが 30 名、市で足らないわけでありますけれども、

そこで必死になってやっている。そういう部分を、ぜひわかっていただきたいし、介護の世

界もそうであります。本当に私はこれからを見据えたときに、この点をぜひ進めていくとい

うことでありますので、その力強い部分を私は信じて、ここは終わりたいと思っております。 

 次に移らせていただきたいと思っています。４点目であります。生活援助の具体的推進に

ついて、新たな研修制度ということで答弁をいただきました。今、人生 100 年という時代を

見据えた社会保障のあり方というものも考えていかなければいけない、議論をしていかなけ

ればいけない、そういうときにきているわけであります。介護費用が急増する、この 2025 年

に向かって、介護サービスを安定的に提供できる環境の整備というものが本当に大事になっ

てくるわけであります。 

そこの中で、私は、ですから今、我が市も始めたわけでありますけれども、やはり介護に

は身体的介護と要するに生活援助とこの２つに大きく分けて――分けて２つなのですよね、

おわかりのとおり。やはり重度の人たちは福祉士さんとそういう介護をきちっとやっていた

だく、そして昨年からした要支援とか、支援１、２のそういう人たちをはじめとした生活援

助、調べたらこういう人が全体介護の 75％を占めているのです。だからそこのところは、や

はり別の制度をつくって、市独自でつくって、そういう人材確保、そしてサービスのアップ

をする、そういう安心して受けられる制度を、私はいち早く進めていっていただきたいとい

うふうに思っております。 

高齢者の元気な方もいっぱいいます。シルバーさんも去年５名の方が受けられました。お

年寄りは本当に地域に貢献したいという人がいっぱいます。ぜひ、もっともっとアピールし

て、その人たちの力を借りようではありませんか。もう一度、力強いそれに関してのご決意

を含めた中で、ご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

直接の答弁になるかどうかちょっとわかりませんが、熱意といいますか、こういうふうに

やるべきじゃないかと思っているところを２点。ある方から、私も自分の母親は私の祖母を
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長い期間みました。大変だということは実感していました。家族の支えも必要です。この中

で、先ほど前段に中沢議員からお話があったような、最後は心のやはり問題だと思います。

介護鬱というものもあります。最悪の場合、それを苦にして自殺される方もいらっしゃる。

そういうことにもなるわけで、これを支えるのはお年寄りの力というふうなそれも非常に大

事なのですけれど、同じ境遇の方の支えというのが大事だと思います。 

今、各家庭に入り込んで、在宅、在宅といってやっていくと、それをケアしていくいろい

ろなシステムをつくるのはわかるのですけれども、それだけではなくて介護度の低い、低い

といいますか、そういう方々も含めて同じ境遇の皆さんが、それぞれの地域で一緒に見合う

というか、たまには休みをきちんとつくるとか、そういうことが、何がしかの制度を考え出

していくとできるのではないか。そういう提案をしてくれた、実は私の知人がいます。 

そういうこともすばらしいと思います。それぞれが、今、空き家もできていたり、そうい

うことがもうちょっとこう地べたといいますか、各小さい町の単位、集落の単位であれば、

毎日毎日それに立ち向かわなくてもいい、休みがきちんととれる、そして自分の用も足りる、

時には旅行も行ってこられるとか、そういうことがある。ちゃんとした制度のほかにそうい

うこともあると、今、議員がお話しされた中身にちょっと触れてくる部分があるのではない

か。 

そしてもう一つは、例えば新たな方法として、足の問題も出てきます。これからお年寄り

の問題を含めて、居場所の問題、そして多分一人でご飯を食べている孤独食の問題も出てき

ます。食ですね、食べるほう。そういうお一人になってくる方も増えてくる、そういう中で、

居場所というのが必ず必要になってくる中で、そこを支え合うのが先ほど言った、元気なお

年寄りが少し元気でない方を手伝っていくとか、そこにやはりポイント制が出てきたりとか。

ボランティアといってもなかなか難しいのですけれども、そういうことをやっていければい

いのではないかと、私は熱意まで、そこまでのレベルに精査していませんけれども、そうい

うことを目指すべき方向ではないかと思います。国の制度とか、県の制度とか、そういうこ

とだけでない我々の考え方もこれから加えていくべきではないかと思います。 

○議   長  中沢議員に申し上げます。質問の総時間が 50 分を越えております。残り７

分ほどですので、よろしくお願いいたします。 

16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

市長ありがとうございました。本当に市長の心温まる、ほっとするような答弁をいただき

ました。ありがとうございます。介護ニーズの調査を、市が出していただいたあれを見させ

ていただきました。その中で、将来介護が重くなった場合、どのように過ごされますかとい

う調査の中で、本当は自宅で過ごしたいと思っているが、家族には負担をかけたくないとい

うのが、やはり多いのです。そして、できれば自宅で過ごしたい。そういうことをしながら

いきたい。本当にこういう思いというのが、まさにこの言葉に代表されるように、南魚沼市

の高齢者の方の思いが多いと思います。この 72.4％の方が、やはり自宅でできたらというの
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が、本音であります。でも現実はなかなかできないのも事実であります。ですから、将来に

向けて、ここの部分を我々行政がどう少しでも――少しでもというのが私は福祉の大事さか

なというふうに思います。ぜひ、その部分を一つ、一緒にやっていきたいというふうに思っ

ております。 

その中で家族手当の件であります。本当に今、なかなかいわれないというのも重々承知を

しております。私はこれは本当は国策でやっていかなければいけないと思っているのです。

今、私は個人的に国に要望を出しております。やはりこういう部分も国は介護という部分で

考えていかなければいけないのではないですか。在宅がいろいろしている中で、何らかの形

で、一生懸命在宅で頑張っている方たちに何かの――その後、相互援助という形とちょっと

違ってきますけれども、やはりそういう温かな制度というものも、少しでも国が考えるぐら

いの部分もあってしかりではないかというふうに私は思っております。 

こんなこと、お金だけではないから一概に言われないですけれども、在宅で介護を受けて

いられる方は、大体月８万円ぐらいです。施設に行かれている方は大体月 33 万円、自治体が

今、一生懸命補塡しております。お金だけのことを言っているのではないのです。その部分

をやはり何らかの形でできないか。これが少しでもという、本当に温かい私たちのエールで

はないのかというふうに私は思いますが、その点市長、もう一度ご見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

中沢議員のお話は本当に胸に入ってくるといいますか、気持ちが入ってくるところがあり

まして、私も本当にそういうふうに思いますが、市長という立場からはやはり国に物を申す

立場を与えていただいているところもあると思います。私一人ではなくて、この問題は全国

津々浦々の約 800 人の、そして町村長まで入れればもっと 1,500 とか、そういう数になるわ

けですけれども、この皆さん全てが感じていることだと思います。これらをどうやって届け

ていくか。 

そしてもう一つは少子化の問題も、最後は行きつくところはここですよと。誰かに面倒を

みてもらわなければ最後、人生を全うすることはできません。自分だけでいいわけではあり

ません。このことを子供たちの時代、教育も含めて全ての面でやっていかないと、この大き

な問題というのは将来にわたって解決できない問題じゃないかと思います。そういうことも

含めて、行政運営をやってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  「地域包括ケアシステム」後押しの具体策について 

市長の所信表明を見せていただいたときに、在宅で生活している要支援、要介護高齢者の

多様なニーズに対応し、介護サービス利用者に満足いただけるよう、サービスの充実を図っ

てまいりますという文言がございました。本当に私は重い言葉だと思っています。それが率

直な市長の気持ちだと思っております。私は福祉というのは、目の前の困っている、この目
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の前で困っている一人のために何ができるか。これは私は福祉の原点だと思っています。ぜ

ひ、一歩でも前進し、みんな住んでよかった、大好きな南魚沼になりたいと思っております。

大変ありがとうございました。以上であります。 

○議   長  以上で中沢一博君の一般質問を終わります。 

○議   長  質問順位 14 番、議席番号８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  それでは、通告に従いまして一般質問を始めます。 

南魚沼市の教育連携について 

近年、地方創生が叫ばれる中、我が市でもまちづくり、観光の２分野で地方創生加速化、

及び推進交付金をもって、地方創生の理念に基づいて事業を展開しております。何を進める

にしても人が足りない、人材が足りないという状況を打破するためには、本来、人材育成に

力を入れなければ、物事は前に進まないという感覚を覚えます。どなたが言い出したのかが

わかりませんが、私は「人づくり」という言葉に違和感を感じております。人材はつくるも

のではなく育てる、それが本来の言い回しでしょう。言葉のあやではありますが、もし、人

をつくるのであれば、人造人間やロボットで代用する社会を目指すほうがよっぽど早い気が

いたします。 

さまざまな技術が発達し、気がつけばＡＩが身近にあったりすることは、10 年前の私は想

像をしていませんでした。一方で、10 年先、20 年先を見据えると、今よりも何倍も技術は発

達し、気がつけば身の回りにロボットがいるかもしれません。もしかしたら本当に未来の世

界の猫型ロボット、ドラえもんが隣にいる社会がくるかもしれません。しかしながら、どん

な未来にも人口が減っているとはいえ、人は存在し、営みは続くものです。その 10 年先を見

据えて、地方都市の未来を想像すると、市長が掲げる「若者が帰ってこられるまち」、その魅

力は何か。人材を育成できる社会構造の構築、それが最も重要な解決課題であると感じてい

ます。 

そこで、以下のとおり、教育問題について質問をいたします。（１）幼稚園・保育園と小学

校の連携はいかに。（２）小学校と中学校の連携はいかに。（３）中学校と高校の連携はいか

に。（４）生涯学習の計画と実行状況はいかに。（５）地方創生分野における教育分野の地域

再生計画の策定の可能性はいかに。演壇からは以上です。 

○議   長  永井拓三君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  南魚沼市の教育連携について 

永井議員のご質問でありますが、自分が答えられるところはあるかと思ってお聞きしてい

たのですけれども、必要があればまた答えたいと思いますが、全般にわたって教育分野であ

りますので、教育長のほうから答弁をしてもらいますので、よろしくお願いします。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

それでは、永井議員の一般質問、南魚沼市の教育連携等についてお答えします。ご指摘の
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ように教育の重要性、さらにその連携の重要性については、同感しておるところでございま

す。南魚沼市としては、教育基本計画策定の経過の中で、その辺の重要性、連携について検

討してきましたもので、まず先、その部分を説明させていただきます。平成 23 年４月に「教

育基本計画 笑顔あふれる教育プラン」を策定し、前期５年間が終わる節目に全面的な見直

しを行いました。平成 28 年４月に「後期教育基本計画 笑顔あふれる教育プラン２」を作成

しました。 

教育を生涯を通して、重要であるという捉え方からして、義務教育期の学校教育に関して

だけの限定ではなく、義務教育期の土台となる幼児教育、園、学校外で行われる社会教育、

市民全体にかかわる生涯学習を含めた広範囲の教育として捉え直したのが、今回の後期基本

計画の大きなポイントでございます。さらに今年度から、次期教育基本計画、平成 33 年度か

ら 10 年間の計画について、「学びの郷南魚沼プラン」として、今年度から作成に着手させて

いただきます。 

それでは具体的なご質問についてお答えします。１点目、幼稚園・保育園と学校の連携は

いかにと、２点目、小学校と中学校の連携はいかにについて、まとめて答弁させていただき

ます。具体的な幼保・小中の連携の状況については、数多くの連携を行っておりますが、今

回はその代表的なものについてご説明させていただきます。まず、塩沢地域では、幼保小中

連携協議会を立ち上げて８年目になります。年度初めの会議に全ての学校の校長、全ての保

育園、こども園の園長が集まり、意見交換を行っております。その２回目からの会議では、

生活指導主任や研究主任等が集まって、「いじめ・不登校」や「学力向上」等をテーマに幼保・

小中の現状を共有し、連携強化を図っております。他の地域、大和、六日町の地域でも同様

の取り組みを行っております。 

次に小中の連携についてご説明します。全国学力学習状況調査、それとＮＲＴ調査、新潟

県で実施しているウェブ配信による学習調査の結果を全校の教師が持ち寄って、合同の研修

会、学力向上にかかる情報交換会を毎年継続して実施し、他校の取り組みを参考に、次年度

に参考にして取り組んでおります。 

それでは、次に３点目であります。中学校と高校の連携はいかに、についてご説明します。

小中高校の連携を図るため、特に中学校と高校の連携を図るために、平成 26 年度から、教育

関係者の情報交換会を４年連続で開催してまいりました。市内４高校の校長、自治体の教育

長が県の高等学校教育課の校長を集めるのは、越権行為というふうにいわれていますが、あ

えて私のほうでは参加していただいております。 

その校長と進路相談担当者を招き、市内の全中学校の校長、小学校の代表校長、そして教

育委員、それから教育委員会の指導主事等がお互いに問題点や課題を話し合って、継続して

会議を行っております。この会を起点として、問題が発生したときも、気軽に相談できる関

係性が築かれているものと感じております。その他、これまで継続開催されているものが、

中高の校長会があります。学力形成や生徒指導等にかかわる情報交換を毎年春と秋、年２回

実施しております。 
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また、昨年度と今年度、国語の授業公開を開催しております。昨年度は塩沢中学校の国語

の授業を高校の国語の教員が見るという対応。今年度は 11 月に六日町高校の国語の授業を市

内４校の中学校の国語の教員が見に行くという計画になっております。今後はその他の教科、

例えば数学、英語等でも実施してまいりたいというふうに考えております。 

それでは、４点目であります。生涯学習の計画と実行状況はいかにについてお答えします。

平成 28 年度に策定された、先ほども説明させていただいた後期教育基本計画の中で定められ

た「学びの郷南魚沼プラン」を基本に推進していこうというふうに考えております。計画を

実施に移すために、検討委員会を立ち上げて、今まで２年間、このグランドデザインや実施

計画の検討を行ってまいりました。今年度から社会教育委員の皆さんから、計画の趣旨に沿

った生涯学習事業の企画や運営、その効果の検証を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

生涯学習の特集号「まなびぃ」の中で、「学びの郷南魚沼」を紹介し、市民や団体、企業等

の皆様に新たな企画や要望を募集いたしました。その結果、中央公民館での新規講座の開設

につながっております。今後は地域の自然や産業などを題材とした「ふるさとハイキング」、

それから市内の名水を探訪する親子体験事業、そして、県の講師派遣事業や新潟連携公開講

座を活用した県内、または国内の大学教授等を招いての公開講座を予定しております。 

それでは、最後に５点目であります。地方創生分野における教育分野の地域再生計画の策

定の可能性についてご説明します。総合戦略では基本施策として、南魚沼らしい教育環境の

充実を掲げておりますので、関連づけた計画であれば策定が可能と考えております。活用可

能となる地方創生推進交付金には６つの視点があります。 

１点目は自主性、２点目は官民協働、３点目は地域間連携、４点目は政策間連携、５点目

は事業推進主体の形成、６点目は地方創生人材の育成、これらの視点から、効果の発揮が期

待される事業である必要が条件としてあります。 

この交付金はソフト事業を主体としておりますので、従来の義務教育の範囲でできること

は地方創生とは別に、既に国から財源が投入されておりますので、交付金の対象とは残念な

がらなりません。そのため、生涯学習や文化活動、また移住・定住促進などとの政策と連携

させた取り組みが必要であると考えております。既に認定されております地域再生計画「住

まう歓びを感じるまち南魚沼」実現プロジェクトには、生涯にわたる学習活動への参加の推

進に関する事項が盛り込まれておりますので、それらの充実を図っていくという方法も考え

られます。 

いずれにしても、教育部のみではなく、複数の部署にまたがる連携が必要であります。そ

れぞれの部署が主体性をもち連携をし、庁内全体で今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上で答弁を終わります。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

それでは、一問一答なので、細かくとまではいきませんけれども、幾つか確認させていた
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だきます。まず、１番から順に追っていきますが、今の説明ですと、塩沢、六日町、大和で、

ある程度地域を分けて幼保と小学校の連携を始めていると。それに関しては今の答弁を聞い

て安心したのです。今後、子供たちの発育とか教育環境の充実ということを考えていくと、

今以上に連携を強化していかなければいけない部分が出てくると思うのです。理由は、所管

が福祉保健部、保育園だったら福祉保健部、小学校からは教育部局になっていくというとこ

ろで、行政では同じようなくくりの中でいけると思うのですけれども、先生方の働き方が恐

らく違うと思うのです。その違う働き方の中でどうやったらより、子供たちの連携というよ

りも、子供たちがいかに保育園から小学校の教育課程に移行できるかということを考えると、

先生方の働き方の中でいかに二種が共有する時間を増やしていけるかだと思うのです。その

増やし方について何か検討する課題をもう既に持ち合わせているとか、今のところそこは問

題ないとか、そのあたりのお話をお聞かせください。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

ご指摘のように、その部分については大きな課題であります。なぜかと言いますと、ご存

じのように、幼児部門も学校教育部門も教師の多忙化ということがうたわれておりますが、

先に桑原議員のときに説明した、うちとしてはインクルーシブ推進室を設置しております。

10 年近い歴史の中で、多分、今ごろご指摘の福祉保健部と教育部の連携についてはかなりの

部分で連携しておりますから、相乗りということで、それぞれの部分の大変さを確認しなが

ら、なおかつ教育委員会としては小学校の先生に学区の保育園、こども園には必ず顔を出し、

情報のあがった子供については、情報だけではなくその子を実際に見ていただきたいという

話をしております。かなりこれが進んでおります。ただ、まだまだ足りない部分があります

から、今後とも連携、それから足を運ぶ関係を頻繁につくってまいりたいというふうに考え

ております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

わかりました。今のような方法をとってもらえれば、安心して子供たちも移行できるのか

というふうに感じたところなのですけれども、小学校の入学式とかに参加をさせてもらうと、

やはり小学校１年生の子供たちはある日をまたいで突然小学生になってしまうわけです。今

まで幼稚園生だった子供たちが、突然ランドセルを背負って、「はい、あなたきょうから小学

生なんだから頑張らなきゃね」みたいなことを言われても、たった１日で意識を変えたりす

るのは難しいと思うのです。 

保育園にしてみれば、登園時間というのはある程度大きい範囲の中では決まっているけれ

ども、小学校のようにチャイムが鳴って授業が開始というわけではないと思うので、そのあ

たりの慣らしも含めて、教員同士の――教員というのは保育士も含めてですね――連携がこ

れから本当に重要になってくるのではないかというふうに思っているのです。私がすごく気

にしているのは、単純に子供たちがスムーズに移行できるかというところがやはり気になっ
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ているのです。そのあたりにほかの地域に比べて何か問題があるとかという報告がなければ

安心なのですけれども、そのあたりの報告は上がっていますか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

全然上がっていないわけではありませんが、やはりその部分が課題であります。具体的に

説明しますと、保育園、こども園の教師は市の職員であります。学校の教師は県職でありま

して、３年に１回から５年に一度でチェンジするわけです。だから、私としては学校に、特

に学校から保育園へということでみていただいているのですが、ふたを開けると異動でいな

くなるという場合がありますから、私としては校長のほうへ、そういう異動にも備えられる

ような教員を把握しながら、幼児期、幼稚園、こども園から来る子供たちを受け入れてくだ

さいというふうに言っております。引き続きこの部分については強くお願いしてまいりたい

というふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

今の答弁を聞いて安心しました。私、実体験から言ってしまうと、私は結構変な学校に―

―変なという意味は変わった学校にいっていたので、教員の異動というのがほぼほぼなかっ

たのです。私の父親の担任と私の担任が一緒で、私の担任と叔父の担任が一緒でというよう

な、そういう学校で育ったのですけれども、そういういい部分もあれば、悪い部分もあると

いうふうに思っていて、教員の異動というのは市である程度コントロールできるものなので

しょうか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

結論から言いますと、かなり難しいことであります。人事権は県の県の教育委員会にあり

ます。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

今の答弁の中でも、その連携の難しさであったり、いろいろなことがまたがっているとい

うのが今の日本の教育問題なのだというのを感じました。引き続き１番に関しては連携を強

化してもらえればというふうに思っています。 

 次に２番の小学校と中学校の連携。連携、連携という話で続いてしまうのですけれども、

２番に関しては、私は最近登下校している子供たちを見ていると、本当に体が大きいなとい

うふうに思っているのです。小学校６年生、中学校３年生という制度が導入されたのが、昭

和 20 年代前半ということを調べたらわかったのですけれども、現在の子供たちの平均身長と

かと比べると、やはり２学年分ぐらい体が大きくなっているという状況らしいのです。体が

大きくなっていけば、当然精神もそれに追随していくというのが、人間も含めた生物だとは

思うのですけれども、その体の発育が二、三年早まっているということを含めて考えていく
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と、小学校、中学校の一貫教育化であったりとか連携の強化というのは、今後ますます考え

ていかなければいけない。いわゆる中１ギャップなんていう言葉があるぐらい、小学校のと

きには算数と呼ばれていたものが、中学校になったらいきない数学になって、3.14 がいきな

りπになってしまったり、突然ＸだＹだという話が出てきちゃって、そのギャップを感じる

と思うのですけれども、中学校と小学校の連携の状況をもう少し詳しく教えてください。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

今ほど永井議員の話に出ましたように、算数から数学へ移るということで代表的な説明を

させていただくと、先ほど中学校と高校で先生方が授業を見合うという関係は、中学校、高

校よりも南魚沼市では小学校と中学校では頻繁に行っております。大切なことだというふう

に思っております。 

ただ、今県内、特に三条で始めた一貫校というのに比べると、やはりその一貫性は足りな

いというか、心配な部分であります。今後、他自治体の動きをみながら、一貫校にしなくて

もそういうような連携だとか、一環的な教育ができるのかを今後さらに詰めて検討してまい

りたい。よその行政のやり方をみていきたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

今ほどの答弁でもあったように、ほかの自治体との比較というのは今後重要な課題なのか

なというふうに思うのですけれども、日本一元的に言えることは、小学校は学級担任制でや

っているところに対して、中学校では教科担任制に変わってきていると。義務教育から外れ

ますけれども、高校も当然教科担任制で、大学も教科担任制でやっているわけで、教育とい

うものを全体で見てみると、教科担任制でやっている時間は圧倒的に長いわけです。私は本

当に小学校は、小学校なのに教科担任制だったのです。担任の先生はいるのだけれども、教

科担任制でやっていたので、全然違和感ないとは言いませんけれども、違和感なく移行でき

たなと思うのです。教科担任制と学級担任制のメリット、デメリットは当然あるわけで、そ

のメリットが上回っているというふうに判断しているから、小学校は学級担任制をとってい

るというふうに思うのです。今後、南魚沼らしい教育であるとか、今後教育水準を上げてい

くということを視野に入れていった場合に、中１ギャップを減らすためには教科担任制をあ

る程度早くから導入してもいいのではないかとかという考えはございますか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

その辺について、まず年齢の教育的な対応からすると、やはり小学校のときは教科ではな

くて、担任が全てを教えるというのは理にかなっているというふうに思っております。ただ、

教育現場、教育体制も変化しておりますので、今ほどの指摘の教科担任制というのをどこの

範囲から入れ込むのか、まるっきりチェンジするのかについても一長一短ありますので、検

討しながらいきたいと思っております。 
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ただ、よその一貫校のやり方をみますと、やはりそこが一番のネックであります。教師に

なる皆さんは、小学校専門というか小学校の教師として採用される方と、中学校の教師とし

て採用される方と違いがありますもので、その辺をどううまく今後、その先生方を異動させ

ながら使っていくかというのが今後の問題でありますから、南魚沼市の教育委員会だけでは

なく、新潟県の教育委員会、それから文科省の考え方も含めて、今後流れに沿って検討して

まいりたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

わかりました。なかなか壁は高いのかもしれないですし、厚いのかもしれないですけれど

も、今後本当に 10 年という単位、20 年という単位で、子育ての教育のことを考えていくと、

さまざまな変化があると思います。恐らく今よりも体の発育はよくなっていくのではないか

とも思いますし、それにどう対応していくかというのが、これからとても重要な課題なので

はないかというふうに感じました。 

 それでは３番に移っていきます。３番は完全に義務教育と義務教育外というところのお話

になってしまいます。それがゆえになかなか連携をとるのは難しいというふうに感じてはい

るのですけれども、中学校から高校って当然、今までは市内に住んでいるから市内の小中学

校というところから、市外のところに通っていき、市外のさまざまな友達ができたりとかす

るような機会だとは思うのです。当然ここには受験というものが出てくるので、それに対す

る進路指導という話が先ほど上がりました。進路指導も含めて、今後南魚沼は数年前にあっ

たような、高校に行きあぶれてしまうということがないような進路指導もしていってもらい

たいのですけれども、そのあたりの連携はその後何か大きく変わったことがありますか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

何年か前のあふれてしまったこと以来、教育長として、高校入試選抜方法の説明会が毎年

あります。そのときに教育長名で、全部のお子さんの家庭に、家庭での対応、本人が生涯に

とって大事な時期を大切に過ごしてくださいという案内文を、教育長の思いということを書

きながら配布しております。14 日、あす、その会議がありますから、私は出席したいという

ふうに思っています。 

その中で、今一番問題になっている、問題というか課題になっているのは、2020 年、私た

ちの大切に育てた中学生が、今、高校の１年生、この子たちが大学受験をするときに大きく

大学受験の内容が変わります。センター方式がなくなり、どういう方向でいくのかまだ方向

も出ていない時点でありますので、私はその辺のことを、あす、高等学校教育課に聞いてみ

たいというふうに思っております。高校のその辺の対応がいかにということについて聞いて

まいりたいと思っています。 

今の情報によりますと、センター試験ではなかった記述式問題の導入と、英語については

４技能、読む、聞く、話す、書くの評価をする民間の資格、検定試験を活用しますというこ
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とはうたわれています。これが本当に具体的にやるのかどうかについても心配なところであ

ります。それから、新しい大学入試共通テストは、知識、技能だけではなく、大学入試段階

で求められる思考力、判断力、表現力を中心に評価する問題が多くなるということで、問題

としては難易度が高くなるのではないかということが予想されております。この辺も高等学

校教育課と一緒になりながら対応してまいりたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

今１、２、３番とずっと議論をしていると、子供たちというのは本当にいろいろなところ

に分岐点があって、その分岐点ごとにその先の人生がある程度決まってしまうという、良く

も悪くも、自分たちもそれをくぐり抜けてきていますけれども、何かやはり小さい子供たち

から始まって高校生ぐらいまで、本当にいろいろな選択の連続なんだということを痛感する

のですけれども、中学校から高校に入って大きく変わるだろうと思うのは、理系、文系とい

うふうに分かれる部分だと思うのです。中学校の学習の中では、そこまで大きく分かれるわ

けでもないですし、高校になると突然今度は理科が生物、科学、物理というふうに分かれて

きて、細分化されていく。数学もいわゆる幾何学と普通の数学に分かれていったりとか。 

何か本当に日本の教育って一貫性があるようなないような、難しいところだなというふう

な感じがしますけれども、中学校から高校に入っていくその進路指導の中で、最終的な高校

以上の将来を見据える。本当に難しいと思います。中学生のころになりたかった仕事と、高

校になってなりたいと思う仕事というのは全然違うでしょうけれども、中学の段階である程

度、先のことも進路指導ってされているのですか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

時間を多くとってやっているわけではありませんが、高等機関と市内の高校、それから県

内の大学へ各中学校が出向いて、キャリア教育ということで、自分が何に合っているかとい

うことを含めて、出向いて勉強する機会はちょっとずつ増えております。例を挙げると、国

際情報高校の魚沼学という取り組みは、全国でも高校の取り組みとして進んでおりますので、

その辺の取り組みを、市内の高校でありますから、市内の中学校、小学生も含めて出向いて

勉強したり、その市内の高校生を小中学校に受け入れて、勉強しながら次を選択できるよう

な環境をつくってまいりたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

今、「魚沼学」というキーワードが出てきたので、私も魚沼学に去年講師として行かせても

らいましたけれども、ああいう取り組みってすごく良いというふうに感じた次第なのです。

あれをどうやったら中学生向けにできるのかとか、そこが南魚沼らしい教育の、いわゆる高

校のスペックダウンをして、中学生にもっていくというのはいい試みなのではないかという

ふうに思いましたので、引き続き、進路に困るというか――人間って１日のうち大体３分の
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１が寝ていて、残り３分の２の半分近くは学校にいって、残りは家庭の時間というところだ

と思うので、家庭の中で悩みを相談したり、どういう進路をとればいいのかというようなこ

とを話し合う機会も、当然増やしていってもらえればというふうに思いまして、１、２、３

に関する質問は終わりにして４番に移りたいと思います。 

 生涯学習の計画というのは、先ほど説明があったと思うのですけれども、グランドデザイ

ンに２年かかったというところと、新たに幾つかのプログラムが始まったということに一安

心をしたところでありますので、それはどんどん進めていってもらいたいというふうに思う

のですけれども、生涯学習センターはやはり早急につくる予定というか、いわゆる旧市民会

館の跡地にそれの機能を持ち合わせるということは、急いでされる予定でいるのでしょうか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

教育委員会内部での動きとしては、この学びの郷南魚沼プランの作成の段階で、生涯学習

センターの必要性は確認をしましたが、具体的にそういう建物をつくりながら、そこでいろ

いろな人たちが入ってやるにはまだ時期尚早ということで、この学びの郷南魚沼プランを一

つ一つやりながら、その建物については考えていくほうに、今、若干方向変換しております。 

具体的にお話をすると、総合支援学校で活動している市内全体をキャンパスという考え方

を、この生涯学習センターにおいても、しばらくの間、その事務局を市民会館の社会教育課

において、時間はかかりますが熟成させながら、建物については検討してまいりたいという

ことで、急ぐということよりも、じっくりと構えるという方向に今のところ方向変換してお

ります。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

わかりました。生涯学習はいわゆる学校教育が終わってからも、人間を形成するのに必要

なことだと思っているので、今後もきちんと推進してもらえたらなというふうに思います。 

 最後に（５）地方創生分野における教育部分の再生計画はと。先ほどの答弁では、可能で

はあるのだけれども、もう既にまちづくりの部分で教育を少し入れているがゆえに、生涯学

習等はそちらでというところはあるとは思うのです。生涯学習という点だけでいったら、確

かにそうなのかもしれないのですけれども、実際にその分野は今、取り組まれているのです

か。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

先ほど１回目の答弁で説明しましたように、具体的に言いますと、学びの郷南魚沼という

ことで、長いスパンで生涯学習を含めながら考えている案件と、ＣＣＲＣ、この総合戦略と

いうことで、より国の公金を活用しながらスピーディーにという部分、二言だけで今、言っ

ているわけですが、その部分については先ほども説明しましたように、庁内全体で検討とい

うことですりあわせを行っておりますが、じゃあそれが十分足りているかというと、まだま
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だであります。引き続き今以上に突っ込んで、この部分は企画政策課が窓口でありますので、

ただ主体的にそれぞれが、教育委員会も主体的に考えながら、庁内全体でさらに検討を進め

てまいりたいということであります。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

地域再生計画ってある意味では立てやすいと思うのですけれども、横にまたがり過ぎて実

行しにくいという部分もあったりして、多少足踏みせざるを得ない部分というのはあると思

うのですね。ただ、先ほど答弁の中で、教育というものは移住にというようなお話もあった

とおり、教育環境を求めて移住してくる人もいれば、移住してきた――結局これはＣＣＲＣ

の話とかにもまたがってしまうからややこしいのですけれども、ある程度体の自由がきいて、

体の自由というのは、本当に肉体的な部分もスケジュールも含めてですね。60 歳以上の方で

東京である程度の経験をしてきたとか、首都圏である程度の経験をしてきたという人が、生

涯学習のプログラムをつくっていくということも、この分野にまたがる話になってくるわけ

ですよね。 

これ足踏み――じっくり考えていくことは当然大事だと思うのですけれども、僕らが思っ

ているより世の中ってあっという間に時間も過ぎてしまうし、あっという間に形も変わって

しまうし、気がついたら８月だか９月に、もうテスラが自動運転のソフトウェアーをアップ

デートすると、もうそこまできちゃうのです。テスラがっていう話を聞いたのは２年前です

けれども、あっという間に世の中、どんどん、どんどん変わってきてしまうところに、じっ

くり考えていて、追いつくものが追いつくのかという心配を少ししているのですけれども。

そのじっくりという、その曖昧な表現と、計画を実行できるのは残り２年と。まちづくりに

関する推進交付金を使えるのは２年。そのじっくり考えている間に２年過ぎちゃっただと、

推進交付金を使いたくても使えないわけですよね。そのあたりの整合性はどのようにとって

いくのですか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  南魚沼市の教育連携について 

我々行政の職員としての責務は、教育委員会はじっくり進めばいいのだというのが、頭か

らまだ離れません。ただ、今ほど永井議員の言われるように、そうではなく世の中が早く回

っておりますので、じっくりやるという逃げではなく、果敢に攻めるという意味合いも込め

て、先ほども言いましたように、企画政策課、市長部局と頻繁に協議をして検討してまいり

たいというふうに思っております。今まで以上に頻繁に議論していきたいというふうに思っ

ています。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  南魚沼市の教育連携について 

わかりました。とにかく地方創生という言葉も、もしかしたら２年後にはもう古い言葉ね

と言われてしまう可能性もなきにしもあらずだというふうに思っています。せっかく地方創
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生の推進交付金を多く私たちは持っている自治体だと思っていますし、それに対するいわゆ

るＣＣＲＣ構想から含めた、まち・ひと・しごとというところで、何とか前にいけるように、

息が上がらない程度でも結構ですので、速度を速めながら推進交付金が使える時点で、アイ

ディアがあればどんどんやっていってもらいたいと思います。そのアイディアを実現するた

めに変更をかけなければいけないと、変更をかけないと使えないのであれば変更をかけても

らう。もし、それが間に合わないというのであれば、積極的に教育分野での再生計画を立て

てもいいのではないのかということを期待しまして一般質問を終わります。 

○議   長  以上で永井拓三君の一般質問を終わります。 

○議   長  休憩といたします。再開を 11 時 30 分といたします。 

〔午前 11 時 16 分〕 

○議   長  休憩を閉じ会議を再開いたします。 

〔午前 11 時 30 分〕 

○議   長  質問順位 15 番、議席番号５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  通告に従って一般質問をさせていただきます。傍聴の皆さん、ご苦労さま

です。 

中小企業振興策との兼ね合いについて 

今回は大項目、私は１点であります。私は昨年３月議会の一般質問で触れさせていただい

ていますが、中小企業者等振興基本条例の制定を歓迎するが、この条例を有効に運用し、地

域の業者の発展に結びつけられるかどうか、要はどのように運用していくかが肝心ではない

かとの趣旨の発言をし、市長からは条例に沿った振興策を推進するとの答弁をいただいてい

ると記憶していますが、そうした中小企業振興策との兼ね合いでお伺いをいたします。 

小項目の１点目ですが、市長は所信表明の中で、住宅リフォーム制度を今年度限りでやめ

ると明言をしていますが、まず、この点について伺います。補正予算審議の中で、同僚議員

が質問した点とだぶらないようにしたいと思いますが、多少はご容赦を願いたいと思います。 

当市の住宅リフォーム制度は、始まってからことしで９年目で、近隣の自治体では途中で

中断した自治体もありますが、途切れることなく継続して９年になります。当市にとっては

あって当たり前の、既に定着した制度になっています。また、運用に関しても、当初予算を

オーバーした際は近隣自治体では、申し込みによる抽選などの例もありますが、当市では申

し込み者全員が助成を受けられるよう、全て補正予算で対応し、市民からも建築関連業者か

らも、大変喜ばれてきた制度であります。 

私は昨年６月議会の一般質問で、この制度を隣の魚沼市並みに発展させられないかとの提

案を行いましたが、市長からは、できないとの答弁でした。そして発展ではなく、ことし限

りで廃止とのことです。この制度は市長もご承知のとおり、景気対策として始まった制度で

す。前市長も毎年の継続の申し入れに対して、景気が良くなればやめますよということを言

ってきました。そして、市長は補正予算審議の中で、既に持ち家世帯の半数近くが活用して

きたことも中止の理由の１つとの認識を示していました。 
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しかし、建築関連業者をめぐる状況は、決して景気が良いなどといえる状況にはないと感

じています。そんな中、住宅リフォーム助成事業中止した後も何らかの景気対策が必要だと

考えますが、どのような形で新たな支援をしていく考えなのかを伺います。特に中小企業者

等振興基本条例を制定した翌年ですので、建築関連業者が納得できるようなふさわしい対応

をお聞かせいただきたいと思います。 

次に小項目の２点目ですが、グリストラップ汚泥の処理についてであります。４月初めに

知り合いの飲食店の方から「グリストラップ汚泥の処理費用が３倍以上になるってどうなっ

ているの」といった趣旨の話がありました。その方は昨年 10 月とことし３月に廃棄物対策課

から出された文書が届いていなかったようです。処理業者からことしからはこうなりますよ

ということを聞かされて、驚いての訴えでした。その方はこれまでは年に２回ほどのペース

で処理をしていて、１回２万円ちょっとかかっていたそうです。それでも高いと感じていた

そうですが、今回業者の示した試算は同じ量で６万 6,260 円でした。３倍以上になっていて、

これは驚くのも当然です。 

そこで、初めになぜこれまで受け入れてきた市の処理施設への受け入れをやめ、民間業者

に任せることになったのか。当然、民間業者に任せれば処理料金が高騰することは、事前に

予測ができたことだと思いますが、あえてそうした方向に進んでいったのか経過を伺います。 

本来、産業廃棄物扱いになるグリストラップなので、事業所が独自に処理するのが当然、

これまで特別だったとの考えもあるようですが、長年、市の施設で受け入れて処理をしてき

て、使ってきた業者にとってはそれが当たり前になっていたわけです。ですから、激変緩和

ということで、補助金を出すことになったものと認識しています。そこには市当局としても、

３倍を超えるような負担を一気にさせることはできないとの思いもあってのことだと思いま

す。 

そこで提案ですが、３年間の補助制度が終わった後は、何も援助しませんではなく、恒久

的な支援ができないかということです。市長は観光産業を市の重要産業と位置づけて育成を

明言しています。また、本気丼などのキャンペーンも継続して行っているわけで、旅館や飲

食店などの中小企業の振興策としても必要なのではないかと考えますが、市長の見解を伺い

ます。以上、壇上からの質問を終わります。 

○議   長  中沢道夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  それでは中沢議員のご質問に答えていきます。 

中小企業振興策との兼ね合いについて 

中小企業振興策、まず、最初はこの住宅リフォームの問題であります。急に言ったわけで

はなくて、これは多分もう前年度のときからこういうような話をしつつ、今年度を迎えてい

るのです。３月議会にはもう既にきちんと説明をさせてもらっています。それでも今年度か

らはいります。現制度での住宅リフォーム事業の最終年度とさせてもらいたいということで、

市報にももう既にそういう書き方をしています。昨年度に比べて、申請がやっぱり最終年度
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とうたったためでしょうか、大変増加をしました。逆にそれを狙ったところもあります。需

要を喚起しようということです。 

受付件数 571 件、工事の総事業費は５億 5,700 万円、補助の予定金額は当初予算額で 2,000

万円としたわけですけれども、これを大きく上回る、今 4,415 万円となったところです。こ

れによりまして、この６月定例会の初日に補正予算を皆さんから議決をいただきました。な

お不足する部分につきましては、予備費を充当させていただいて、交付要件を満たす全員の

方に補助金を交付すべく、今準備を進めておりますので、ご承知おきを願いたいと思います。 

南魚沼市では住宅リフォーム事業を開始した当初から、９年目ということであります。予

算枠をたとえ超えても、交付要件を満たす場合には補助金を交付してまいりました。 

なので、比べ方の問題で、よく議員及び議員の所属される議員団の皆さんは、このことを

よく言われますが、やはりいいこともきちんと見てもらいたい。ただ単に隣と比べることで

はなく、我が市はこれに大変前向きにやってきたということも、市民の皆さんにご不満があ

る方から、もしも、そういう声が聞こえたら、お伝えいただきたいと思います、本当に。こ

ういうふうにやってまいりました。実施の状況につきましては持ち家、先ほどお話がありま

したとおり、持ち家居住世帯総数の、これは１万 4,220 戸あるのですけれども、これに対し

まして、平成 22 年度からこの終わった平成 29 年度までの、住宅リフォーム事業の実施件数

というのは延べ 6,129 戸となっていまして、持ち家総数に対する事業実施率は 43.1％となり、

今年度の受付分を含めますと、延べ 6,700 戸、実施の率は 47.1％、約半分の方が使ったとい

う形になってまいります。 

地域経済の活性化対策とこの住生活環境の向上という、あと景気対策ですね。事業の目的

は、今のところほぼ達成されてきたものと認識しております。なぜそういうことを言うかと

いうと、常に他市と比べられますね。２回目の使い方をぜひやってくれという声を、皆さん

御党からもいただいています。こういうことが、皆さん公平感の中で実施率をなぜ言ってい

るかというと、ほとんどの方が使って、やはりそれで二巡目ということをどうしてもやらな

ければいけないということをずっと言ってきまして、先ほど言った２軒に１軒が使った、な

かなかここでこの最終年だと、もしも言わなかったならば、この率というのは私は上がらな

かったと思います。だから目標をもって今回、逆に最終年ですよと、皆さんに需要の喚起を

申し上げたというところもあるということも、ご理解をいただきたいと思います。 

来年度以降なのですが、やめる、やめるということを殊さらに言われますけれども、これ

にかわる新たな住宅政策として――これは政策の思いをもって特定財源が見込めないのです。

財源がない中でやっているので、その辺のところもやはりよく伝えてもらいたいのですよね、

これはもう前から言っていますが。ありますが、それでも新しいこういう景気の対策、景気

に非常に反映される施策でありますので、やりますと言っているわけです。形を変えていき

ますが。この辺のところは今、市民の皆さんのニーズとか、二巡目ということになると、同

じやり方ではない政策課題を持ちながら、それを見極めて、どのような制度での事業が有効

であるかということを、今、具体的に検討しておりますので、よろしくお願いしたいと思い
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ます。 

事業内容が決まり次第、これは早くやりたい、決めていきたい、この新制度について、市

報等、いろいろな形をもってお知らせをしてまいります。なぜそうかというと、需要の喚起

を少しでも早めたいために、１日でも早くそういうことを皆さんにお知らせするということ

が大事だということはよくわかっておりますので、こういうふうに進めていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。可能な限り早めにやってまいります。ぜひ、ご意見

等もできれば、今のうちにどんどんいただきたいと思います。 

 ２つ目のグリストラップの問題であります。これも大きな意味でいうと、中小企業の皆さ

んの振興策とはいえませんが、そこを助ける形で、この３年間の段階的な補助をやっている

のです。そこのところはよくご理解いただきたい。この議会ではもう、議事録をひもといて

いただければ、この話は散々やっているのです。 

なので、できればその辺のところもひもといていただいてからのご質問をいただきたいわ

けでありますが、生活雑廃水の汚泥、いわゆるグリストラップ汚泥につきましては、一部で

一般家庭から排出されるものもありますけれども、主に飲食店などの事業者から排出される

ものが約 80％を占めているものであります。ご存じかと思います。事業所から排出されるも

のは産業廃棄物であります。なので、本来は、当たり前ですけれども、排出した事業者に処

理責任があるのです、あります。 

そして、経過をちょっと若干だけ申し上げますが、昨年度までは南魚沼市の島新田にあり

ます、し尿処理施設において一般廃棄物と同様に受け入れをしてきた。そして、浄化槽汚泥

と同じ料金で処理を行ってきました。これは非常に低価格だったのです。もともとは高いの

ですが、低くできたのです。これは市内で処理できる事業者がいなかったこと、また廃棄物

処理法の規定に基づいて、一般廃棄物と合わせて産業廃棄物の処理を行ってきたものであり

まして、非常に特例的な取り扱いであったということが事実なのです。 

数年前の聞き取り調査では、新潟県内においてもこのような取り扱いを行っている市町村

は非常に少なくて、事業者から排出されるグリストラップ汚泥の処理に対しましては、多く

の自治体は関与してこなかったということです。２市１町、私ども魚沼市、湯沢町と南魚沼

市で、新たなし尿処理施設の検討を行った際に、最も効果的な処理方法として、下水処理場

において汚泥と処理する方法を採用しました。この際に、グリストラップ汚泥はそもそも下

水道に流すことができない――そのためにグリストラップのところの槽をつくっているわけ

でありますから――ものとして、新たなし尿処理施設では受け入れできないこととなりまし

た。これはそういう流れなのです。 

グリストラップ汚泥は本来、排出者において処理すべきものであるということ、これはそ

ういうことなものですから、民間事業者において新たに処理施設を建設するめどが立ったこ

と、これらによりまして、新施設の稼働以降は民間施設での処理をお願いすることになった

ということであります。ただ、料金が、先ほどからお話のあるように、非常に何倍にもなっ

てしまうということであります。 
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民間施設での処理費用は、これまでの一般し尿の処理料金よりも大変高くなる。３倍とい

うお話がありました。この激変の緩和、急に上がるわけですから、この緩和のために３年間

に限って市が処理料金を補助するということを決めたわけです。本来そうあっていいのかど

うかということも含めながら、ご異論をいただく中で決めていったのです。あくまでも激変

の緩和が目的でありまして、恒久的にこれをずっと補助しろという言葉がありますが、これ

はできません。財源がありません。また、逆にいえば、本来それは趣旨と違います。 

申しわけありませんけれども、私は今ほどの観光事業者の一人でもありますけれども、こ

こを補助して観光事業を補助しているという考えは、余りに考え方が陳腐過ぎると私は思い

ます。そうではなくて、行政が果たすべきは、この観光交流人口を伸ばすこと。こういった

ことに心を砕いて、そして観光事業者の本来、自分たちで稼ぐ、そして自分たちで必要な部

分は負担をする、全てを行政ができるわけはありませんので、そういう側面からの大きな支

援をやることで観光事業者の力をつけていく。そして当然、負担をすべき激変な部分があっ

てまことに申しわけないのですけれども、これまで低く抑えてきたということもご理解をい

ただく中で、本来の金額を払っていただける。そういう体力を持つ。そういうことに力を注

いでいくことが行政の果たす役割だと思っています。単なる補助金でこれを解決できるとい

うふうには全く思っておりませんので、これはご理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  中小企業振興策との兼ね合いについて 

じゃあ、最初のリフォームの点ですが、やめるけれども、ほかの施策は必ずやるというお

話だったわけですが、具体的にはまだ話せるような中身はないということで、再確認になり

ますけれども、そういうことでよろしいのですよね。 

○議   長  市長。 

○市   長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

例えばこういうことをやりたいという話は、多分、前からいろいろな話をしていると思い

ます。ただ、それがきちんと決まっていません、まだ。なので、ここではちょっと差し控え

ますが、ぜひ、ご意見があったりすれば、聞かないということは言っておりませんので、い

ろいろな意見をもってきていただきたい。まだ決まっていないということが事実であります。

よろしくお願いします。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  中小企業振興策との兼ね合いについて 

わかりました。何か建築組合の皆さんにもアイディアをというようなことをやられている

みたいなので、まだまだじゃあ話を聞いて、より良い制度を考えていくという段階だという

ふうに理解していればいいということですね。それでいいですね、じゃあ、じゃあ。 

○議   長  市長。 

○市   長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

そのとおりです。よく聞かせていただいて、ただ、早目のほうがいいと思っているので、
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なるべく早く業界の皆さんにもいろいろな考えを伝えていただきたいということは、いろい

ろな角度から話をさせてもらっています。ぜひ、皆さんにもそういう話をしていただけるこ

とがあれば、どんどん言っていただきたいと思います。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  中小企業振興策との兼ね合いについて 

わかりました。ぜひ、質問の中でも、登壇した話の中でも話しましたが、本当に期待をさ

れていますのでそういうのに応えられるような、本当にリフォームをやめるのであれば、新

しい制度もよかったねといわれるようなのを本当につくってもらわなければならないなとい

うふうに思っていますので、そういうことでよろしくお願いします。 

 じゃあ、次のグリストラップの問題ですが、私がちょっとその辺、議事録等々つぶさに読

んでいなかったということもあるのですが、この計画を立てる段階で、処理料は今までの約

10 倍ですよね。そういうことをちゃんと検討した上で、民間に任せるということをしたのか

どうか。その辺をちょっと聞かせていただけますか。 

○議   長  市長。 

○市   長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

任せるかどうかということですが、本来は市でやらねばならないということもなかったも

のだったと思います。もともとが……（「でも、やってきたわけです」と叫ぶ者あり）やって

きたのですよね。検討を十分加えながら、どうするかということをやってきたのは当たり前

だと思いますが、担当のほうにちょっと答えてもらいますので、よろしくお願いします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

処理料金が民間だとどのくらいになるというのは、ほかの長岡とか、実際の今やられてい

る産業廃棄物処理業者の例も考え合わせながら、やっぱり見てきました。新しい施設、南魚

沼市で稼働する施設も大体これが相場だろうということで話し合いをしてきたわけです。そ

の点もやはり含めた中で、これが特別に南魚沼市が高くなるのであればまた別なのですけれ

ども、大体相場の中で話がついてきましたので、その点も考え合わせながら、やはり計画は

進めてまいりました。以上です。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  中小企業振興策との兼ね合いについて 

特別高いわけではないということですけれども、そういう処理料については 10 倍近くなる

ということがわかった上で進めてきたということでよろしいですね。 

その料金のことでちょっとですが、この問題で、隣の魚沼市がどうしているかというので

ちょっと聞いたのですが、汚泥は焼却処理しているという話なのです。それで、料金は 10キ

ロで 150 円というふうに聞いています。そうすると、キロとリットルで多少違うかもしれま

せん。大体１リットル１キロだとすると、魚沼市は１キロ 15 円なわけです。ここは処理料が

24.6 円ということで、かなり開きがあるわけですけれども、そういうことは検討されなかっ
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たのか、ちょっと聞かせてください。 

○議   長  市長。 

○市   長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

担当の部長に答えさせます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

魚沼市と当然２市１町でずっとこの計画の話し合いをしてきましたので、その魚沼市の状

況がどうなっているかというのは、我々もつぶさにわかっております。今、魚沼市の可燃物

処理場は流動床という燃焼方式ですので、うちも可燃ごみの中に入れてどうなるかという実

験をしてみたのです。ただ、うちの溶融炉ではうまく燃えなかったのです。小出のほうは燃

えるのだそうですけれども、そういう違いがありました。 

ただ、ご存じのように、可燃ごみ処理施設２市１町で今度、新ごみで一緒にやるというこ

とで、ストーカ炉でもって今考えています。そうすると投入して燃やすという方法はもうと

れないです。魚沼市もそれは見込んだ上で、それはわかった上で計画を進めておりますので、

ずっと続くということでは決してないということでご理解いただきたい。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  中小企業振興策との兼ね合いについて 

わかりました。そういう中でも、先ほど私が紹介した飲食店の方は、とてもこんなに高く

なったんじゃあ、補助がなくなったりすれば回数を減らすしかないというようなことを言っ

ているわけです。この補助金の予算審議の中で、確か鈴木議員が触れていたのではないかと

思うのですが、グリストラップがついていても、それを処理しないというか、たまっても処

理しないと。いわゆる掃除そのものが必要だというふうに認識していない人もいるというよ

うなお話もあったのですが、そうしたことが、例えば２回やったのを１回にするとか、そう

いうことが広がっていくと、下水処理施設の負荷が高くなるのではないかということも、素

人考えですがあるわけです。そうした点の対策というのは何か考えておられるのでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

そういうことにならないように、これはしてもらうしかないのですけれども、本当に。対

策か――この件については担当の部長のほうに答えてもらいます。 

１点ですね、ちょっともう一つわかってもらいたいのは、この処理施設を民間につくって

もらってという話です。例えば、民間の施設というのは県内ほかにもあるわけです。例えば

そこがあればいいやという考え方だってあり得たのですね、あったと思います。そうすれば

運搬賃が高くなるわけです。だけれどもここにつくってもらおうということで、市内の民間

業者のほうに頑張ってもらったという面もあるので、こういったところもやはりちょっと理

解はしておいていただきたいと思っています。 

あと、先ほど、聞いていなかったという話がある。最初の話の中で、そういうふうに３倍
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にもなるような業者さんから、飲食店の方から中沢議員がそういう話を聞いたというのを最

初言われました。なるべくそういうことがないようにやっているわけですけれども、本当に

そんなことがあるのかなとも思っているのですが、まずはこういう処理をしているところに

は全部通知申し上げていて、プラスいろいろな組合ですよね、食品衛生組合の皆さんや、観

光協会関係の皆さんや、そういったところにまでそういうことを話しているわけなので、そ

ういうことがあるのかなというふうに思いながら聞いているところもあって、そういうとこ

ろに加盟していないのではないかどうか、そこまで疑っておりませんが、そういうことも含

めて、やはりよく調べてもらいたいと思います。では、担当の部長から答えさせます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  中小企業振興策との兼ね合いについて 

我々もその点を一番心配しているところです。しなければならないことを、２回を１回に

してしまうと、下水処理場のほうが大変迷惑になります。そうならないように、先ほど市長

が言いましたが、我々が今、排出している事業者を全部把握できているかといいますと、結

局、処理業者と排出者との個別契約でもって動いているものですから、直接行政が全部把握

できていないのですね。その加入している団体等を通じてお願いをする、文書をまくという

方法しか今とれていないわけですけれども、今後その新しい処理施設、産業廃棄物処理施設

が今稼働しておりますけれども、そこでのデータは見せていただけると思います。 

そうすると、今まで年２回出していた、それがことしは少ないなとか、そういうことのチ

ェックというか、状況把握をしながら、個別にまたそれはお願いをしていくというような形

で、やはり適正にそれを処理していただくように我々のほうからもお願いをしていける、そ

ういう体制をつくっていきたいというふうに思っております。 

○議   長  以上で中沢道夫君の一般質問を終わります。 

○議   長  昼食のため休憩といたします。再開は１時 20 分といたします。 

〔午前 11 時 58 分〕 

○副 議 長（塩谷寿雄君）  休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

〔午後１時 20 分〕 

○副 議 長  質問順位 16 番、議席番号１番・大平剛君。 

○大平 剛君  皆様、お疲れさまでございます。緊張の余り手に何も持たずここに上が

ってしまいました。それでは、通告に従いまして、早速一般質問をさせていただきたいと

思います。 

市の広報戦略について 

 今回は、市の広報戦略についてお伺いしたいと思います。その中でも市外に対しての広

報、これについて３点お伺いいたします。 

 まず１点、市が考える現在の主要な広報のテーマは何か。そして、その訴求対象となる

層は何か。これについてお伺いしたいと思います。 

 第２です。これまでの市の広報の成果と、そこから得られた今後の課題についてお伺い
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いたします。 

 最後、３点目になります。ソーシャルメディアの今後の活用、こちらについてお伺いし

たいと思います。現在、観光広報におきましては、ツイッター、フェイスブック、インス

タグラムなどを活用される考えがおありのようですが、例えばですが、ＹｏｕＴｕｂｅを

はじめとする動画等も含めまして、さまざま考えがおありだと思いますので、こちらのほ

うをお伺いしたいと思います。壇上からは以上とさせていただきます。 

○副 議 長  大平剛君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、大平議員の質問に答えていきます。 

市の広報戦略について 

市の広報戦略ということで、１点でありますが、順に答えてまいります。まずは、今現

在の主要な広報のテーマ、また訴求の対象ですが、市外への広報については、何を目的に

するかということよりもそのテーマと訴求対象、いわゆるターゲットこれが変わってくる

ものと思います。何を目的とするかによって変わってくると思います。 

 観光誘客の観点からまず申し上げますと、現在取り組んでおります主要なテーマという

のは、いろいろあるのですけれども、私は大きな意味でこれだろうと思っているのは、南

魚沼の食によるまちおこしだと思っています。これは、南魚沼独自の食文化の背景にある

雪国ならではの知恵とか工夫、そして豊かな自然や風土、雪国の歴史などに焦点を当てた

ものだと思っています。 

 また、魚沼地域に訪れる旅行者については、共通して本物志向があると私は思っており

ます。旅に対しての成熟度が非常に高いという皆さんが多いとも思っています。そして一

度はここを訪れたことがあるという、そういう傾向があるように――これはアンケートと

かさまざまなことからわかっていることであります。そういうことから、旅慣れた客層、

言葉はふさわしいかどうかちょっとわかりませんが、旅慣れたお客さん層、これをターゲ

ットにして情報発信しているというふうに思っているところであります。 

 また、地方創生の観点に立ちますと、主要なテーマの１つというのは、移住・定住の取

り組みだと思います。この場合では、首都圏在住の若者をターゲットとして、南魚沼市の

魅力や生活の様子を紹介する、いわゆる「ウィンタースポーツ関心層」こういったところ

をターゲットとして、南魚沼の雪や豊かな自然を発信するといった取り組みをしていると

思っています。 

先ほどの食のことにつきますと、例えば雪国観光圏も非常に大きなテーマとして、これ

まで 10 年ぐらいをかけて徐々に構想も積み上げてきた。なかなか動きが見えないと言った

ようなご批判もあったことは事実ですけれども、ようやくこれが今、確立をされて、徐々

にではありますけれどもそういうことが進んできているというふうに考えます。きりざい

丼から始まった、これは間違いなくきりざい丼のそういう運動から始まっていると思いま

すが、この辺から本気丼へつながってきたということも含めて、そこからまたさらに、前
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段申し上げた、さまざまな雪国文化というところにも派生してきたということがありまし

て、大変ありがたかったことでありますし、こういう方向性というのは間違っていないの

ではないかと思っております。 

過去にさかのぼれば、いろいろなことがあったと思いますけれども、特に戦後のスキー

を通じての、例えばコシヒカリの味を認めていただく最初の人たちは、恐らく民宿等に泊

まられたスキーのお客さん、そして持ち帰っていただいた、例えばここ出身の皆さんが、

送られてきた米を徐々に自分が在所になっている関東圏とかさまざまなところで、そこで

広げてくれたこと。食を通じての発信というものが最大のテーマであり、今後もそうであ

るのではないかと思っております。 

一番広義の意味で言うと、それらを形づくっている一番の根源は、私は雪だと思ってい

ます。「雪ありて縮あり」と、昔の文人は言ったわけですけれども、今は言葉を置きかえれ

ば、雪ありて南魚沼ありと。そこから発生するさまざまな美しさとか食文化、そして風習、

いろいろなものにつながっていくのだろうと思いまして、これは将来にわたって変わるこ

とがないと私は考えております。 

 ２つ目の、今までの成果と今後の課題ですけれども、食によるまちおこしの代表的な成

果が、先ほども申し上げましたが、本気丼に当たると思います。民間団体が取り組んでく

ださっております、先に行われましたグルメマラソンとか、グルメライド――自転車系、

そして秋にはコシヒカリＲＵＮなんかもありますが、これら総じて言えるのは、南魚沼の

食がなければ定着し得なかった、まちおこしの成果だと考えております。 

 市外への広報については、市報そして各種パンフレット、または冊子――今つくって多

分第７号までできていると思いますが、「ＬＩＦＥ ｉｎ」などの紙の媒体もありますし、

またはウェブサイト――ホームページ上、それからフェイスブックなどのいわゆるＳＮＳ

系――ソーシャル・ネットワーキング・サービス――の効果的に使い分けた情報発信が必

要であるとも考えておりますし、現在そういう方向に向かって南魚沼市は今果敢に取り組

んでいると考えております。大変情報量を書きかえていくことも簡易でありますし、そし

て情報量を多く発信できる。そしてスピード感を持ってそれを発信できるという点等も含

めて、非常によい面を持っているそういう媒体を使って的確な情報を発信していく。これ

が非常に大きな課題だと考えております。 

それから３つ目の、ソーシャルメディアの活用をどのようにしていくかというところで

ありますが、さまざまなそういうやり方がある中で、今後どういった方法が主流となるか

についてであります。現時点で予測し得ることは、いろいろ考えますけれども、どういう

ふうに変わっていくかというのは大変困難なことが、いろいろ考えておりますが、なかな

か難しい。しかし、言えるのは、ＳＮＳなどの活用はますます重要になると考えています。 

先ほどの課題にも通じますけれども、特に外国人のインバウンドが言われている昨今、

外国人への情報発信力にはＳＮＳは欠かせないものと考えております。強いて言えば、こ

こにいらした場合の今度は受け皿としての、ここにいらっしゃった場合のそれらを例えば
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メディアを使ったそういう道の案内とかを含めた、さまざまな情報環境というのを着地点

としてのあり方も同時に考えていかなければならないと考えているところであります。 

いずれにしましても、効果的な情報発信にこれから努めて、他に負けず、他を先行する

ような形でやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

わかりました。それでは、まず１番目の主要な広報のテーマとその訴求対象はというと

ころから再質問させていただきたいと思います。市長がおっしゃった、主に観光広報と移

住・定住の定住広報が今主要なテーマになっているということだと思いますが、この中で

やはり選択と集中という考え方もあると思うのですけれども、優先順位というのをつけて

やっていらっしゃるでしょうか。そういうところをちょっとお伺いしたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

特にどちらがということは、観光と移住・定住ですね、やはり両方あわせ持っていると

思うのですね。どちらを先にやるべきとかそういうことではないような気がします。同時

にやっていくということだと思っております。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

これは、市長の戦略的に同時並行でやるということで、特に優先順位をつけないという

考えでよろしいですよね。 

 では、先ほど食によるまちおこし、雪を中心にということで、観光広報のほうが出てき

ました。この中で当然、今度はこの中で雪が中心とはいえ、今議会におきましてさまざま

観光の話も出ました。銭淵あと五十沢キャンプ場というふうに出てきたわけで、ちょっと

話が重複して申しわけないのですが、シーズンごとによってもやはり力の入れ方とか、広

報の仕方というのも考えていかなければいけないなというところもあると思うのですが、

その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

先ほど、両方一緒にやっていこうということは、移住・定住のことになると、縦割りと

いうことを言わないで聞いてもらいたいのですけれども、例えばＵ＆Ｉときめき課のほう

が中心的にどうしても動きますよね。観光面になれば、やはりこれは商工観光課があるわ

けです。どちらも大事なところで、それがリンクして同じようなことをやることもありま

すし、それぞれが競うわけではないですけれども、互いにそのセクションで頑張ってそれ

を発信していきますので非常にいいのではないか。そして若干、先ほど説明すればよかっ

たのですけれども、今どんなものをやっているかちょっとだけ触れます。 

紙媒体としては、先ほど言った、例えば首都圏のふるさと会とかがあるのですよね。塩
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沢・六日町・大和、これらの皆さんには、あまりご存じないかもしれませんけれども、２

か月に１回、市報や観光情報を全部発送しているのです。結構これは大変手間暇もかかり

ますけれどもやっているのですね。 

それから中高年の皆さん向けには、特に首都圏在住の方が多いのですけれども、ここに

はウェブサイト上から、「Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｍｉｎａｍｉ－Ｕｏｎｕｍａ」という形で、

これもかなりやっているのです。 

それから、首都圏の先ほど言った「ＬＩＦＥ ｉｎ」については第７号まで……（何事か

叫ぶ者あり）第８号まで、失礼しました。ではちょっと訂正します。第８号まで、これは

それぞれ１万部を作成して、こっちではあまり見ないという方がよくいるのですけれども、

当たり前ですね。外側に持って出ています。これらについては、首都圏のそういうＵ・Ｉ・

Ｊターン、こういうことを促進しようとしているさまざまな施設、案内所、そういったと

ころやいろいろなところに広くお配りさせてもらっています。 

それから動画ですね。先ほど動画に触れましたが、ウィンタースポーツ関心層への情報

発信力として、議員の皆さんであればごらんになっていると思いますが、移住促進のＰＲ

動画、「雪ふるまち 南魚沼市」というものをつくって今、発信していたり、これらを通じ

て同じ考え方の中で、四季観光、四季それぞれの美しさもどんどんうたっていけるという

ことでありますので、頑張ってまいりたい。 

いろいろなことを今やらせていただいております。ふるさと応援隊のほうにはメールマ

ガジンでの配信ということで、５月末現在で 3,500 人の会員がおりますので、そういった

ところ。さまざまなやり方はある。私自身も自分でフェイスブックを開設してやっていた

り、これは私だけではなくて例えば議員も、そして議場の皆さんも。そして私は今、職員

の前で最近話し始めているのは、秘書広報課が広報発信をよくします。広報をつくったり

していますが、プラス、先ほど言ったＵ＆Ｉときめき課や商工観光課は当然そういうこと

を頑張っていますが、それぞれほかの部署も全部広報員ですと言っているのです。いろい

ろな行事をやる、さまざまな発信をする、こういったことを見逃すなと。 

例えば生涯スポーツ課はもうそういう気持ちになってきています。でも、なかなか全庁

的にそれが行き届いているかというと、まだまだこれから。いろいろな発信力はすぐにで

も今使える道具があるという中で、みんなで頑張れば、どれほどそれが広がりを持ってい

くかわからないということを話しています。何かあったときには全部報告し、そして共有

しながら発信していこうということを、こういうのは今までなかった視点だと思いますの

で、頑張っていきたいと思っております。どこが先かということではないと思っています。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

わかりました。いろいろなところで発信していくというやり方は大変すばらしいことだ

と思いますし、職員及び我々議員も含めて、みんながスポークスマンになっていくという

のは非常に重要なことだと思います。 
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ただ、その中でですが、やはり司令塔をきちんとつくって、効率よく重複がないように

やっていくというのもやはり重要だと思うのですが、そういう意味では、これからもそこ

の司令塔的な役割は広報秘書課でやられるのでしょうかというところをちょっとお聞きし

たいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

まだそういう部署というか、司令塔というか、ヘッドクオーター的なそういうところが

決まったわけではありませんが、今何となく自分がそういうことを言い始めていますので、

自分もきちんと目が、検証ができる中での立場として自分もいるという部分も含めて、秘

書広報課等がやはり真ん中に入っていくべき。全体を見るのには真ん中に入るべきではな

いのかなという思いがします。 

つけ加えますと、先ほど、例えば今ＬＩＦＥ ｉｎの中では、先般の議会でもお話したと

思いますが、女性の除雪隊の除雪オペレーターの皆さんの活躍とか、ああいうことが発信

されている。我々のほうからそういうものをつくるだけでなくて、ぜひ、いろいろな業界

の皆さんが、農業であれば農協の皆さんでもいいわけだし、さまざまな方々がいます。そ

ういった皆さんが動画をすぐつくれるではないですか。そういったものを市のほうに提供

もいただく、貼りつけてくるとか、そういうことをしながら発信ができる時代になってい

ますので、市を挙げてというか市民を挙げてそういうことをやる。業界を挙げてやってい

く。垣根がないという時代になっていますので、頑張ればいいなと思います。 

中心で見ているのは、やはり市の中においては、秘書広報課がふさわしいのか。ある種、

目的を持った、もっとターゲットを絞ってやろうというときには、外部委託ということも、

これは考えることが必要なのかなと思います。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

先ほどというより、市長がまさにおっしゃったとおり、外部委託というのも大変１つの

手ですし、やはり民間のそういったノウハウというのですか、そういったものを活用して

いくのも１つの手だと思いますので、私はぜひそういったところも含めて、外部からそれ

こそ特別に、そういう役割を担う人を市の中に入れてもいいのかなとも思っています。ま

た、ちょっとそれをやるのが市の中で、人を雇うとなると財政的な面もあって厳しいとこ

ろもありますので、そういったところを県に求めていくというのも１つの手ではないかな

というふうに考えているのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

なかなかできるようでできないということもあると思うのですね。場面場面による、テ

ーマにもよるかもしれません。県がこれができるかというと、我々以上につぶさに我々の

市がわかっているわけではないと。これは断言できると思いますね。なので、県にお任せ
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したほうがいい場合、例えば、さまざま県の観光課とか、いろいろな違うことも含めてい

ろいろやっておられます。こういったときには結びついていく。あるテーマのことでしか

けていこうというときには、例えば雪のプロモーションのときにはもっと我々よりたけた

方がいれば、その方のところには一部力を借りるとか。ただ、トータルのことはやはり市

のほうで見ていかないと、非常に広範囲になっているので、そういうふうに今のところは

考えています。これからは考えながら進んでいきたいというふうに思っていますので、今

固定的に絶対こうですということではありません。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

済みません、市のほうで人材を雇うというのは、まだ考えていないということでしょう

か。そこをお願いしたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

まだそこまではちょっといっていませんね。ただ、例えば動画をつくってもらうプロと

か、そういうことはあり得るかもしれませんが、総じてヘッドクオーター的なところで誰

かポジションを置くというところは、まだそこまで考えが至っておりません。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

まだ考えていらっしゃらないということですが、いろいろなところでそういった民間の

方が入って、いろいろな自治体の広報を担って、その結果、成功しているというのもあり

ますので、ぜひ、そういった例も考えていただいた上で、今後進めていただければと思い

ます。１番に関しては以上で終わりたいと思います。 

 ２番目の、今までの成果とそこから得られた今後の課題はということです。本気丼、グ

ルメマラソン、グルメライド等、私もいろいろと最近は参加させていただいたりしていま

す。主に走るほうでなくて食べるほうで参加しているのですが。その中でやはり広報が非

常にうまいなと思うのは、本気丼の冊子ですかね。私も大変ああいうのを見ていると、見

るだけでちょっと楽しくなってしまうのですけれども。ただ、これが今まさに続いている

わけですけれども、今後やはりこういうことは持続させていかなければいけませんし、か

といって、持続させていけばマンネリ化という問題もあります。その中で今、ＳＮＳを活

用していくという話もありました。例えばですが、広報誌の中にそういうＳＮＳを活用し

た方法で何かもっと拡散させるとか、そういうことは考えていらっしゃいますでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

ちょっと私が全部のみ込めていないかもしれませんけれども、本気丼のことだけを言っ

ても、非常に拡散がされていると思うのですよね。実際に行かれた方が、私も結構、見ら

れるだけ見ているのですけれども、やっていると思います。なので、今それが県と一緒に
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なって、ことしは本気丼をやっていくとか、湯沢まで――済みません、あんまりまだ。こ

れにつきましては、ちょっと担当部課長のほうから答えてもらおうと思っていますが、非

常に拡散力はあって進んでいると思います。ほかのことについてもそうかと思っています

ので、ちょっと答えてもらいます。 

○副 議 長  総務部長。 

○総務部長  市の広報戦略について 

今ほどご質問がありましたけれども、本気丼も３年目になりました。今後も市長が申し

上げましたとおり、続けていくつもりでございます。確かに同じことをずっとやっている

とマンネリ化というのは、ある意味目新しさがなくなるというデメリットはございますけ

れども、ちょっと使い古された言葉ですけれども、「継続は力なり」ということもあります。

南魚沼市に来ていただいて、本気丼というのがあって、そこをいろいろな食べ歩きができ

るというのは、やはりある程度継続をしていかなければなかなか評価が得られない。単発

のイベントでは評価が得られない。継続することによって、いろいろなツアーですとかの

お客様も、そういうツアーの商品などができて、来ていただけるようなというのは効果が

あると思います。 

ですので、私どもは本当にマンネリ化をして効果がなくなったようであれば、新たにま

た検討はしなければいけませんけれども、こと本気丼においては今まで以上に充実をさせ

て続けていきたいと。広報についても、いろいろな媒体を通じてもっとＰＲしていければ

と考えてございます。以上です。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

私もぜひ、これは大成功していることですし、続けていっていただきたい。その上で、

今おっしゃった、継続は力なりということで、持続していくということが大変重要なこと

だと思っています。だからこそ、今、大変大成功している中で、この成功の中から今後の

課題というのをきちんと分析して、どういう層にアピールしたからこそこういうふうに成

功しているのかとか、どういう層がまず来ている、どういう層が来ていないと。そういっ

たところをまず分析をして、今後に生かしていくというのは非常に広報戦略においては重

要ではないかと考えております。この辺についてはどうでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

まさにそこの部分になってくると思います。例えば、前にも牧野議員からもそういうよ

うな話があって、どういったところからいらっしゃったか。例えばアンケート的なものを、

来ていただいているお客様の年齢層や、今、大平議員からお話しいただいたようなところ、

その辺をきちんと見ながら次の戦略につなげていくというのは絶対大事なことだと思いま

す。そういうことができるようになってきたと思うのですね。 

そして１点、ただ単に丼を食べにくるだけではなくて、そこから始まって南魚沼のほか
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の、食べるためだけに来ているわけでは――の方もいるかもしれませんけれども、そこか

らの広がり、宿泊が増えていく。何でこの地域はこういうことで頑張っているのだろう、

おいしいものが出るのだろう。そうするとその歴史観とか、ではアクティブなスポーツも

やってみよう。そういう交流につなげていくということが大きな目的だと思うので、そう

いうことも含めてやっていければと思います。 

食からはいろいろなことが発想できると思います。鮎の丸かじりにも、ことし、はとバ

スですね。今のところまだ、ちょっと数字があれですけれども、大変多くのバスのツアー

がことしはやって来られるということで、１日だったものを２日間にしていこうという話

も検討中だということを聞いております。これらも含めて、やはり食。そこから発生され

る自然へのつながりというのが生まれてくるのだろうと思います。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

まさに今、市長がおっしゃったとおりでして、ちょっと名前を挙げて申しわけないです

が、有名な白川郷、あれは年間 150 万人ほど観光客がいらっしゃっているということです

が、実際行政の方のお話ですと、滞在時間がすごく短い。だからお金があまり落ちない、

通過型の観光地になってしまっている。今まさに夜、泊まっていただくためのいろいろな

努力をされているというお話を聞いております。 

今、市長がまさにそれを問題視されて取り組んでいらっしゃるわけですので、ぜひ、こ

こは本当に研究に研究を重ねられて長く滞在してもらう。 

また、先ほどインバウンドの話も出ましたが、これもなかなかちょっと食事という問題

で、どうしても文字ですと、なかなか外国人の方は見てもわからないというところもあり

ますが。ですからこそ、ＳＮＳを活用して視覚的なプロモーションを行うことによって、

そういったところも取り入れていければいいのではないかというふうに考えております。

また、そういうふうな考えでやっていかれるということでよろしいでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

そのとおりだと思います。今のパンフレットだけのつくり方でいいか。やはり常に見直

しをかけていく。今、お話のあった多言語化とか、ムスリムの皆さんはなかなか戒律がき

つくて食事ができない。そういう人たちが来ても大丈夫ですよという受け皿というか、着

地、地域の努力も必要だと思いますし、さまざまなことができる。それらを発信していく

媒体として非常にすばらしいのが、先ほどから申し上げているようなＳＮＳの世界。これ

らは書きかえがどんどんできますし、加えていくことやこれは要らないなと思ったら、引

き上げることもできるわけなので、そういうことを駆使してやっていければ、非常に広が

りが持てるのではないかと思います。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 
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わかりました。ただいまインバウンドの話も出ましたので、ちょっとそちらのほうにも

触れさせていただきたいと思います。以前もムスリムの方を対象としたインバウンド、こ

れは以前確か東南アジアをターゲットにしているようなお話もちょっと伺ったような気が

する。東南アジアのムスリムの方を、ということも伺ったと思うのですが、こういう点に

おいて具体的にそういった、本当にターゲットを絞っているような国、もしくは地域とい

うのがありましたら、ちょっとお聞かせ願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

今、大平議員がお話しされたのは、私も記憶しているのですけれども、決して中東のほ

うの皆さんではなくて東南アジア系ですよと言ったのではなくて、東南アジア系のほうに

もイスラム圏、そういうムスリム系の方がたくさんいるのだということをここで話した記

憶があります。確かにそのとおりで、距離もありますから、より来やすいのはこちらのほ

う。例えばそれがマレーシア等は、イスラム、ムスリム圏の皆さんがマレーシアに非常に

安心感とか、それからホスピタリティーがすばらしくて、そこにイスラム圏の皆さんが非

常に集まって今、医療観光もダントツです。そういうことはもうわかっております。 

そこからいろいろな教えを、今、我々も願って、日本においてはどういうことができる

だろうかということを、非常に我々に示唆というか、享受いただいている非常にすばらし

い方が我々の仲間としてできてきています。そこからの話をお伺いしたりする中で、今、

担当部、担当課のほうでムスリム系のところをどうやっていこうか。当然、予算も今回出

ているかと思いますけれども、そういうことをその辺の道筋の中からつくっていこうとい

うことです。なので、どこを特定ということは言っていませんが、そういう話をしたとい

う記憶がありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 では、担当部長のほうにも答えさせます。 

○副 議 長  産業振興部長。 

○産業振興部長  市の広報戦略について 

ただいまのインバウンドということであります。そこが広報というところとまた若干ず

れるかもしれませんけれども、産業建設委員会でも調査したアジアにおけるインバウンド、

今回補正でいただいた業務委託の中の多くのところが、そこのニーズ調査という部分が当

たっております。ここだというところではなく、今回のニーズの中で単純にアジアといい

ましても、一般的な中華圏――中国・台湾・香港、ここら辺を抜かした中でもアセアンの

経済共同体、ここだけでも十数か国あります。民族からも 300、言語・方言まで入れます

と 700 以上の地域でありますので、単純にここというわけではなく、その中からターゲッ

トを絞った中で、南魚沼にどういうところが合うか。ここを今回の補正で検討する予定に

なっておりますので、その中には当然ムスリムのことも含まれております。 

ちょっと余談になりますが、ＩＴパークでも開発しているムスリムの商品等もあります

ので、そこら辺も合わせた中で、広報をあわせて検討したいと思っております。以上です。 
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○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

失礼いたしました。全体的なところで見ていらっしゃるということで、私のほうでちょ

っと早合点をしていたようです。 

ただ、今おっしゃったとおり、非常に広い中でいろいろな層の方、いろいろな宗教、民

族の方がいらっしゃると思いますので、その中で我々の南魚沼市として提供できるものの

中でどういうものを求めている方がいるかというのは、そういう今まさにやっているニー

ズを調べて、それを的確に提供していくというのは、やはり広報の戦略の一番のかなめに

なるところではないかと私は思っていますので、ぜひこの方法はやっていっていただけれ

ばと思います。 

では、２番目はこれで終わりまして、３番目、今後のソーシャルメディアの活用につい

てというところですが、先ほど市長も触れていらっしゃいましたが、動画等の話で、私は

動画が一番いいなと思っているところは、どうしてもツイッター、フェイスブック、イン

スタグラムというのは、流れが速いものですから、ちょっと消えてしまう。なかなか後か

ら入った人は追いきれない。でも、動画サイトでしたら視聴履歴とかで残るわけで、人気

が出れば、それがずっとさらに上がっていく。話題になったから再生数が伸びるのか。再

生数が伸びたから人気が出て話題になったのかと、ちょっとどっちが先かというのはいろ

いろあるとは思いますが、そういったところで、ぜひ我々の市においては、こういったと

ころにも力を入れていくべきなのではないかと、私は思っておりますが、いかがでしょう

か。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

全く私のほうでは異議がありません。そのとおりだと思います。湯沢町が非常に力を入

れていることはご存じだと思います。皆さんも見ていると思いますが、賞もとっているか

と思います。何の賞だったかは、ちょっと名前は今失念していますけれども。私も見て、

先へ行っているなと思って、ちょっと悔しい思いもしながら見ていたわけですけれども。 

そういうことも含めて、先ほどのご質問のほうに返っていって悪いのですけれども、例

えばそういうことにたけた、きちんとしたそういうことを製作できる皆さんとそういう意

味では組むとか、そういう使い分けをしていくべきだなというふうに思っています。一般

からの動画もいいのですけれども、戦略的な動画というのはなかなかそう簡単につくれる

ものではないのではないかという思いがしています。動画は非常に心を打つものがあると

思います。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

お気持ちは一緒ということで、ぜひ、お力を入れていっていただきたいと思います。ま

たちょっと湯沢町さんの話が出ましたけれども、私実は先ほどＹｏｕＴｕｂｅで、南魚沼
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市と湯沢町というふうに検索させてもらったのです。そうしたら実は南魚沼市、８年ぐら

い前の投稿ですけれども、200 万再生いっている動画がございまして、これは民間の方が

やったものです。２位がちょっとかなりと言っては失礼ですけれども、落ちて、５万以上

再生。ちなみにこれは５万以上再生されているのは、金誠館さんのＰＶです。 

やはりおっしゃるとおり、プロの人間が戦略的につくったものというのは、はまればす

ごい効果があると思うのです。それと同時にですが、プロではなくても民間でいろいろな

動画を上げていらっしゃる方がいっぱいいると思うのですね。そういった方々が南魚沼市

のプロモーションをつくるような大会とか、そういったイベントを行うことによって、さ

らに注目を集める。さらにそういう動画が拡散されるようなことで注目を集めた、そうい

った相乗効果を狙ったような動きというのは考えていらっしゃいますでしょうか。どうで

しょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  市の広報戦略について 

同じような考え方の中で、昨年の冬には、例えば国際大学さんで一日コースの南魚沼を

回ってもらう、そういうプロモーションビデオを学生さんたちが製作してくれて、世界の

視点からつくってもらうコンクールをやったりとか、昨年は高校生、大学生とコラボして

もらって、これもＵ＆Ｉときめき課系のそういう事業の中で――間違いでしょうか……

（「商工観光課」と叫ぶ者あり）そちらのほうは商工観光課ですね、失礼しました。そうい

うところから大学生、ここの大学生ではなくて、外の大学生とうちのほうの高校生たちと

一緒になってもらって、南魚沼の一番の魅力をつくった 15 秒間のコマーシャルのような画

像、これも全部実は市のウェブサイトで見られます。見ておられる方も多いのではないか

と思うのですけれども、こういったことも。 

そういうのを含めてやっているのですが、まだちょっとまだちょっとばらばら感がある

といいますか、そういう意味では、今、議員がお話しされているようなコンクールとかを

一方ではやり、そして戦略的なものもやりみたいなところが、あわせ技が必要ではないか

なという気がしております。それは私もちょっと今ずっと思っているところがありまして、

一緒になって取り組んでいきたいと思っています。 

○副 議 長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  市の広報戦略について 

市長も同じ思いがあったということで、やっていらっしゃったというのもありますし、

今後もぜひ、力を入れていただきたいと思います。それこそソーシャルメディアというの

は、それぞれが重なる部分もありまして、それによってまた拡散していくというところも

あると思いますので、市のほうでもぜひ、今後のこれからプロモーション事業ということ

で渋谷とのイベントもあるわけです。そういったところのやつをまた動画で撮って、それ

を拡散していくというのは当然考えていらっしゃると思いますけれども、やっていく。こ

れはちょっと市内広報の話になりますが、それをまた市民の方が見ると、市がどういうこ
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とをやっているかというのを目で見てわかるような形になると思います。また最後になり

ますが、市長、この間フェイスブックの話も出ましたけれども、本当に継続は力なりで毎

日更新されていて、大変その点はすごいなと思っていますが、ぜひ任期中は絶対に更新を

とめないように頑張っていただきたいなと思っております。それではこれで質問を終わり

たいと思います。 

○副 議 長  質問順位 17 番議席番号６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  傍聴の皆様ありがとうございます。それではこれより通告に従い複合

型一問一答方式にて質問いたします。 

１ ハラスメントの防止・対策の推進について 

まず、大項目１点目、ハラスメントの防止・対策の推進についてであります。世界的に

性被害を告発する「＃ＭｅＴｏｏ」運動が広がる中、国際労働機関ＩＬＯは職場でのセク

ハラや暴力をなくすための国際基準の枠組みについて、拘束力を持つ条約制定を目指して

おります。 

国内でもフジテレビプロデューサーのパワハラ減給処分、狛江市長のセクハラ辞任、財

務事務次官のセクハラ辞任など、ハラスメント問題が続いています。県内でも魚沼市職員

２人がセクハラとパワハラにより戒告懲戒処分されました。先日の知事選応援演説でも女

性蔑視と受け取れる発言があり、抗議声明が出されました。これだけ多くの問題が続くの

は、職場や地域で指導的、責任ある立場の人たちの理解が進んでいない現状があり、この

ことに市民の関心も高まっております。 

第３次南魚沼市男女共同参画推進計画の重点目標９に、ハラスメントやいじめの防止・

対策の推進が挙げられています。この中でハラスメントやいじめといった人権侵害は、人

権擁護への無理解や軽視から発生しているものであり、ドメスティックバイオレンス――

ＤＶと関係する事例があると書かれています。ハラスメントという言葉はＤＶに比べ軽い

問題のように捉えられがちですが、立場と力関係の優位性を利用して執拗に追い込む行為

は悪質であり、被害者にとって深刻な苦痛であります。ハラスメントや差別のない誰もが

住みよい南魚沼市にするためにも、命や健康に直結する重大な問題として未然防止に取り

組む必要があると考えます。 

 そこで、次の２点について質問いたします。（１）この計画の中では、人権侵害の発生を

未然に防ぐとともに、相談支援を行います、とあります。セクハラ、パワハラ、マタハラ

は２次被害の心配もあり、声を上げること自体が高いハードルと言えます。一般企業では

本人が特定されたり、相談者に不利益を与えないような仕組みで、内部通報制度としての

社内相談窓口や法律事務所を社外相談窓口として設けている企業もあります。市では関係

部署と連携し、情報の把握共有をして相談体制が充実しているとのことですが、相談窓口

での現状把握とプライバシーへの配慮は十分であるかを伺います。 

 （２）この計画には、人権意識を高め、差別や偏見のない、男女がともに支え合う地域

社会の構築を図るため、あらゆる機会を捉えた啓発が必要とあり、リーフレット配布やポ
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スター掲示をしているとのことですが、ハラスメント加害者にはそんなつもりはなかった

という認識の甘さがあり、ハラスメントという言葉は広まっていても本当の理解は進んで

いないのが現状だと感じます。 

 そこで、以前は弁護士によるハラスメントの定義や、裁判になった事例や証拠となるメ

モの残し方など、具体的な話を聞く学習会がありました。このような理解を深め意識を高

めるための具体的でわかりやすい啓発活動は継続して実施されているかを伺います。演壇

からは以上といたします。 

○副 議 長  田中せつ子君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、田中議員のご質問に答えていきます。 

１ ハラスメントの防止・対策の推進について 

まず、ハラスメントの防止・対策の推進であります。１点目の、市の相談窓口での現状

把握、またプライバシー配慮は十分かということの問題であります。 

平成 29 年に策定をしました、先ほどもお話しがありました、「第３次男女共同参画基本

計画」の中では、ハラスメントは人権侵害であるとして、その対策を重点目標の１つに掲

げ、防止するための啓発活動や相談支援に取り組んでいます。大変重要な問題だと思って

います。私どもの市役所も１つの事業主として、特定事業主行動計画というのを定めさせ

てもらっていまして、ハラスメントの防止に庁舎を挙げて自分たちの問題として、これは

取り組んでいるところであります。基本計画の目標の達成に向けて、毎年それぞれの担当

課でそれぞれに目標を立てて、ＰＤＣＡサイクルを回しながら取り組みを進めています。

これは私も見させていただいております。 

昨年度の市に寄せられた具体的な相談件数というのは、新規分として申し上げますけれ

ども、児童相談が 45 件、それからＤＶの相談が 10 件、相談内容が非常に総合的でありま

して、また多様なハラスメント――ハラスメントと言っても簡単ではありません。いろい

ろな形態がありますね。これに関する相談内容がこの中には含まれております。なかなか

区分を分けにくいというところがあります。市役所内で相談を受ける場合につきましては、

プライバシーに配慮させていただいて、今は個室の相談室を使用してやっております。こ

れは前になかったのですね、昨年でき上がったものです。１階の相談室については昨年で

きたものであります。今後も相談内容を関係機関と情報共有するなど、連携しながら切れ

目のない相談支援を行ってまいりたいと考えております。 

昨今、お話しのとおり全国の市長がバタバタとこの問題でやめたり、また大変苦しい答

弁をしていたりというのを見るにつけ、非常に恥ずかしいことだなと思いながら、またで

もそういう世の中になって、当然のことであるというふうに思っているところであります。 

２つ目の啓発活動の件です。ハラスメント防止の意識啓発のため、各学校を回りチラシ

配布とともに相談窓口の周知、相談窓口があるのですよということで周知する。そして情

報共有や連携の確認、なかなか個別、ばらばらではいけません。なので、こういうことを
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行っております。そして道徳の時間、学級活動、児童会、こういったものの活動など、あ

らゆる教育の場を通じて、いじめ防止の啓発も行いつつ、これは同じところが根にはある

のではないかと思っておりまして、意識の高揚を図っているというところであります。 

このほか相談業務に携わる職員につきましては、女性の相談や児童虐待、自殺対応など

の研修、これはやはり同じ部分があるのだろうと思いますね。こういうところの研修に参

加をしてもらい、知識の習得、そういうスキルアップを図っているというところでありま

す。以上であります。 

○副 議 長  一般質問の途中でありますけれども、米山部長がご家族の不幸のために

退出しましたので、ご了承お願いします。 

○副 議 長  一般質問を続けます。 

 ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

相談件数、現状把握のほう、ＤＶについては 10 件ということで伺いました。個室も１階

のほうに用意をしたということです。魚沼市の職員の件について言いますと、外部からの

相談ということは、そういう相談室でというようなこともあると思いますけれども、中で、

魚沼市のは処分されているのは職員ですので、被害者も職員であります。相談については、

メールで入れたということですね。署名のメールが届いて内部のほうで調査をして、12月

ぐらいのものが今報道されたということで、かなり調査をしたということだとは思うので

すけれども、内部の中で相談をする、声を上げるというのは、またこれが大変なことだと

思います。やはり軽く考えたり、扱い方ということについても、その後の仕事がやりにく

くなるのではないか。人間関係が難しくなってしまうのではないか。そういったことが一

番心配されるところだと思います。それでなかなか声を上げられないということだと思い

ます。 

民間の企業では非正規職員は特に弱い立場でありまして、妊娠すると契約更新前に退職

を迫られたりということもあります。魚沼市の問題も、俺が雇ってやるというパワハラ発

言があったということで、弱い立場の臨時職員でも声を上げやすい対策をとるということ

が重要になってくると思いますが、当市のほうでは、いかがでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

魚沼市についての報道は非常にショッキングだったと思います。今、議員がおっしゃっ

た内容ですね。大変、２人処分を受けたということであります。こういうことはまだある

のかなという感覚が私はあります。氷山の一角であってはならない。当市も非常に注意を

しながら、こういったところは職員が総じてみんな心がけていると思いますが、総務部の

人事のほうも含めて、そういうことは常に職員の間に発信もし見落とすなということや、

注意喚起をきちんとしているところであります。 

私は、これちょっと言えませんが、非常にこれは大きな問題で、相談できる環境、そし
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てそれが守秘ですね、秘密が守られることを含めて、我々も心を砕いてまいりたいと思っ

ています。簡単に言えば、子供のころ私のうちは商売屋だったものですから、こういう場

面も、昔の人たちは結構言葉の中でいろいろなことありました。自分の娘が言われて、さ

れて、いいと思えるか。そして自分の妻にされて、言われて、いいと思えるか。そこのと

ころを考えれば簡単なことですけれども、非常に幼稚な人間が多いのだなというふうに思

っているところであります。私はそういう感覚です。気をつけてまいりたいと思っていま

すが、必要があれば、どういうふうにやっているかとか。 

○副 議 長  副市長。 

○副 市 長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

先ほど市長が申し上げましたように、人事担当係は、これは職員のためのことを、ある

いは臨時さんもそうですけれども、担当している部署でありますので、そちらのほうで十

分相談はできると思いますし、いわゆる秘密については、セクハラのこと、あるいはパワ

ハラのことばかりではなくて、例えば疾病の問題とか、そういうことで担当課長に相談は

ありますので、こと職員に関して言えば人事担当のほうで対応するという形になっており

ます。以上でございます。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

これは、やはり本当に相談窓口というものがあっても、なかなかそこに相談をするとい

うこと自体が難しくて、一般の企業では社内報とかそういうものに毎月そういうシリーズ

を入れて内部統制、こういうものがあると事例をきちんと入れてわかりやすく説明をした

り、何かあったときにはこういう窓口があるというようなことも周知しているところです

が、どんなに窓口が充実しても相談しにくい雰囲気があっては、それが生かされることが

ないのだと思います。 

ですので、お互いに注意し合う、見逃さない、見過ごさない。そしてその方が、後で茶

化されたりというようなことがありますとすっかり懲りてしまいますので、そういったこ

とがないように注意をしていくということを、市長は大変このことについても高い理念を

お持ちだなというふうに思いますので、朝礼とかそういった場で、事あるごとにそういっ

た話もまたしていただけると。今は本当にちょっとのことでも許されません。そういった

ところがやはり昔と同じような気軽にというようなことが通用しなくなっておりますので、

その辺もお話されていただけるといいのかなというふうに思いますが、その辺はいかがで

しょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

先ほど言えばよかったのですけれども、２点ほど。まず１点は、実は皆さんはあまりご

存じないと思いますけれども、市長という立場は全職員の自己申告書という名前の、これ

は何を書いてもいいのですね。いろいろ聞いて書いてもらう部分もありますし、いろいろ
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なことを告発も含めて全部書いてもらいますね。これを私は幾晩も徹夜して読んでいます。

全部というと実はものすごい数なんですよ。これを見落とさないように、また、どこかに

その芽があるのではないかということは、複数の目から、例えばＢさんがＡからそれを受

けていたとしますよね。それを見ているＣやＤの人も書き込めるわけですから、非常に複

数の目から見て、その職場が風通しがいいかとか、そういうことを私の目からも確認しな

がら、私だけではありません。主要な何人かですけれども、それ以外のところは人が見ら

れないというものがあります。 

そして、事あるたびとは言いませんが、ときどきにおいて、市役所の職員には、どんな

ことでもいいので、私のメールは開放されておりますので、気づきやそして提言とかも含

めてですけれども、どんなことでも私のところに直接、全ての上の役職を飛び越してもい

いので、私のところに必要があればメールをよこせということは常に言っております。そ

ういう信頼関係がなければよこしてくれないと思いますが、そこを保っていけるかどうか

が市長の役目だと思います。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

大変よくわかりました。民間企業が持っているようなそういった自己申告という方法も

とられているのだなというところ、わかりました。 

 それでは、（２）番のほうに移りますが、２番のほうの啓発ですけれども、政府のほうで

は、中央省庁の幹部職員にセクハラ研修の受講を義務づけ、セクハラ防止や理解促進につ

なげる方針ですが、当市のほうではそういったことを今後また新たに――やはり役職者が

変われば全体が変わると思います。そういったことに力を入れて考えていくことがあるか

どうかについてお願いいたします。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

先ほど、私のほうのできることというのはちょっとお話ししたつもりなので、先ほどか

ら話をして、例えば知識の習得とかスキルアップとかそういうものの考え方、こういうこ

とは人事のほうが職員に対してやっておりますので、ちょっとそちらのほうに答えてもら

いますのでよろしくお願いします。 

○副 議 長  総務課長。 

○総務課長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

研修に関しては、管理職並びに係長研修もあるのですけれども、総合事務組合のほうの

研修に、新しく管理職になった及び係長になった任の研修がありまして、そちらのほうで

当然項目として、ハラスメントの防止という項目がありますので、そちらのほうで研修を

受けております。以上です。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 
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わかりました。先ほどの話の中で私が話をさせていただきました学習会ですが、これは

男女共同参画のほうで市民会議と庁内会議等で合同で以前にやっていた会ですけれども、

そこはとてもわかりやすかったのですね。弁護士という専門職の方から、実際にどういう

事例が寄せられるのかというような話がありまして、簡単なメモでも日記でもそういった

ものを手書きで書いておく。それがかえって証拠になっていいのだ、裁判ではこういうこ

とは裁判で上げられる。もうほとんど８割方、裁判は訴えた方が勝つそうです。訴えた方

が勝つということですので、証拠がきちんと残っていることがいいというお話もあったの

です。それは市民も職員も一緒にそれを聞いて学習することができたわけですけれども、

そういったことがまた継続されているかどうかについて伺えますでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

この点につきましても、担当のほうから答えさせますのでよろしくお願いします。 

○副 議 長  企画政策課長。 

○企画政策課長  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

田中議員がおっしゃった今の話は、恐らく平成 24 年ごろに市民会議の主催で行われて、

庁内の職員も参加した黒岩先生のハラスメントのセミナーだったかと思います。私もその

記憶がございまして、非常にわかりやすい研修だったなというふうに感じております。そ

んな中でそれが今でも継続しているのかというお話ですけれども、市民会議と庁内の男女

共同参画の取り組みは、いわば両輪の和というような形の中で取り組みを進めておりまし

て、今でも合同開催という中で研修やセミナーを開かせていただいているところです。ハ

ラスメントばかり毎年やっているかと言われると、そうではないのですけれども、最近で

はデートＤＶとか、そういったところも含めて合同で研修をさせていただいております。

以上です。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  １ ハラスメントの防止・対策の推進について 

市民も行政のほうも一緒に研修ができる、同じ認識を持つということもとても重要だと

思いますし、今、世の中でこれだけ話題になっていることですので、またこの辺を取り上

げていただけるといいのかなというふうに思いますので、その辺を期待しまして、大項目

１点目は終了といたします。 

２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 

 大項目２点目、公共施設の受動喫煙防止対策の強化についてであります。３月議会にお

いて、同僚議員の質問に対しての答弁を聞いていますと、国の健康増進法が改正されるま

では、具体的な受動喫煙対策として、いきいき市民健康づくり計画の見直しや、市独自の

積極的な取り組みをするお考えはないというふうに私は理解いたしました。このいきいき

市民健康づくり計画を見ますと、市の管理している公共施設での敷地・施設内禁煙対策の

強化について、平成 24 年３月の中間評価で 80％となっており、課題としては、公共施設
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での禁煙・分煙対策が不十分であり、徹底する必要があると書かれています。 

 そして３月議会の答弁によりますと、敷地・施設内禁煙対策済みが 89％であり、121 施

設中 13 か所は空間分煙を整備しているとのことであります。６年間で９％しか進んでいな

いことが明らかになりました。非喫煙者が受動喫煙すると、肺がん、脳卒中、心筋梗塞、

呼吸器系疾患、ぜんそく、認知症、乳幼児突然死症候群等、多くの病気のリスクを高める

との指摘があります。たばこに含まれる有害物質は 4,000 種類、ＰＭ2.5 の発生源とも言

われています。さらに近年では、喫煙後 30 分は呼吸や髪や衣服から周囲に拡散するという

恐ろしい指摘もあります。空間分煙だけでは不十分とのことです。本人の意志によらない

受動喫煙は、健康と人権の観点からも早急に防止対策徹底が必要と考えます。 

そこで（１）、たばこは嗜好品ですので、吸う自由もあるわけですが、吸わない自由が今

は確保されていません。毎年、春先に話題になります杉花粉症ですが、くしゃみ、鼻水、

鼻づまりで夜も熟睡できない状態が１か月も続くと日常生活にも支障を来します。アレル

ギー性鼻炎の患者にとって、受動喫煙は季節に関係なく同じ症状に悩まされる大変つらい

ものです。嫌だと言えない非喫煙者もいることに配慮した対策が必要です。受動喫煙は健

康被害につながる人権侵害と考えますが、市長の見解を伺います。 

次に（２）、本庁舎には以前１階にも喫煙所があり、昨年までは２階にもあったとのこと

ですが、現在は３階の議員控室と本会議場の中間にあります。市民に開かれた議会を目指

し、少しでも多くの市民に議会傍聴を呼びかけている中で、階段を上がってすぐの、傍聴

者が記帳や休憩する場所のすぐ横を喫煙者が頻繁に出入りしています。これで、市が地域

社会全体で禁煙に取り組む環境づくりやたばこの健康への影響について啓発・普及すると

いう取り組みに力を入れていると市民が実感できるでしょうか。一般企業でも建物の後ろ

に専用プレハブを建てたりして喫煙者の利便性ではなく、吸わない人が近寄る必要のない

場所へと配慮しています。多くの市民の目に触れるこの場所に設置している選定理由を伺

います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 

田中議員の２つ目の質問であります、受動喫煙は健康被害につながる人権侵害と考える

が、市長の見解ということであります。一般的に言う人権侵害とこれは一緒のことで考え

ていいのかどうかという、私は思いがいたします。ちょっとオーバー過ぎませんかという

ことであります。 

 現在、学校や病院、児童福祉施設や行政機関については、敷地内禁煙として喫煙を原則

禁止としていますが、全面禁煙が困難な場合などにおいては、当面施設の形態や利用者の

ニーズに応じた分煙などの受動喫煙防止対策を行っています。先ほどからご指摘の庁内の

ことも含めて、こういうことで進めているというふうに思っています。将来的には公共施

設は全面禁煙の方向であることは認識をしていますが、私個人の思いがどうかということ

は別にして、そのためには禁煙を地域社会全体が受け入れる環境であることが前提であり
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まして、これらの中で進められていくことだというふうに考えております。市民の理解を

得ながら進めるということは、双方に言えるというふうに思っております。分煙に力を入

れていくということが、今、目指すべきところかなというふうに思っております。 

 大変失礼しました。選定理由でしたね。２つ目の、喫煙室は例の議員控室と議場の間に

設けてありますがということですね。３階のこの喫煙室が設置されたのは平成 22 年だった

のです。私が議員になったときにはありませんでした。平成 22 年にあそこにつくられまし

た。そして平成 22 年までは本庁舎事務室などは分煙となっておりましたけれども、議員控

室、そして理事者控室は常時喫煙可能というふうな状況でありました。３階の喫煙室を設

置した際に、議員控室は禁煙となりました。そして理事者控室につきましては、本会議開

催日以外は禁煙となっています。 

現在、理事者控室は、本会議中の休憩時間のみ喫煙可能というふうにしております。職

員用の喫煙室は既に２階にあったこともありまして、３階の喫煙室は、原則、職員は使用

禁止というふうにしてきたものですが、過去は、議員、そして来客者用として位置づけて

いたものであります。 

そして現在は、できるだけ受動喫煙を排除するため、及び喫煙する職員の減少から――

少なくなってきています――２階の喫煙室を廃止させていただきまして、庁舎内としては、

事務室からなるべく離れている３階の喫煙室のみの運用としています。 

議会の開催の日数やいろいろなことを勘案して、議員がおっしゃることはよくわかりま

すが、あの場所に今集約をさせていただいているということでありますので、当面の間は

ご理解をいただきたいというところでございます。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 

１点目につきましては、大げさだという市長の見解……（何事か叫ぶ者あり）その点に

ついては、そこまでは大げさだということですので、そこは見解の相違ですので、どこま

で行っても次の答えはないと思います。 

（２）のほうですけれども、当分の間はまだその場所のままだということですけれども、

やはり３月の議会のときの答弁と変わりないなというふうに感じます。それ以外の点、も

う１点ですが、一般企業では、喫煙室の吸い殻は喫煙者が当番で掃除すると徹底している

ところもあります。手袋やマスクで完全防備しないと、たばこの灰を吸い込んでしまいま

す。先ほども申しましたように、喫煙後 30 分はその方からいろいろ拡散しているという事

情もありますので、喫煙室の中の掃除というのはさらに危険であるというふうに考えられ

ます。本庁舎の喫煙所の掃除はどなたがされているのか伺います。 

○副 議 長  田中せつ子議員に申し上げます。複合型をとっていますので、一問一答

ではないので、両方まとめてで結構なのでお願いします。答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  ２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 
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大変申しわけありません。市長としてはわかっておりませんので、わかる職員に答えさ

せます。 

○副 議 長  財政課長。 

○財政課長  ２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 

庁舎の清掃をお願いしているシルバー人材センターの方にお願いをしております。以上

です。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ２ 公共施設の受動喫煙防止対策の強化について 

それでは、職員であっても誰であってもやはり健康が一番でありますので、シルバーさ

んがやってくださっているということであっても、その方のまた健康も考えていかなけれ

ばいけないのではないかと思いますので、この辺についてもさらにまた改善を考えていた

だけるとありがたいというふうに期待をしまして、大項目２点目終了いたします。 

３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

 それでは大項目３点目、企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後についてであ

ります。昨年 12 月議会補正予算の 700 万円で雪を保管し、３月議会の本年度一般会計予算

には、世界に雪国ブランドを発信する企画プロモーション事業として 1,500 万円が計上さ

れました。私ども市民クラブ会派としましては、雪の利活用、雪国文化など雪の魅力を発

信するというこの事業趣旨には賛同しますが、予算額の根拠となる具体的計画が乏しいと

いうことで、1,500 万円を 500 万円に減額する修正案を提出いたしました。修正動議は賛

成少数で否決となりましたが、夏までどのくらいの量の雪が保存できるのか。都心まで何

に詰めてどのように運搬するのか。現地ではどのようなパフォーマンスができるのかなど、

この事業の全体を注視しております。 

今議会には、６月３日に「第２回渋谷おとなりサンデー」に出店し、７月には「雪の市

民会議ｉｎ南魚沼」にも取り組むことが示されました。昨日の同僚議員への答弁では、ほ

かにも今年度の事業計画が示され、具体的に進んでいることがわかりましたが、事業ごと

の費用は明確になりませんでした。 

もう１点気になるのは、市民への説明不足です。３月議会では、ご当地ナンバーに関す

るアンケート集計結果も示され、市民にとって雪国のイメージがよくないということも明

らかになりました。だからこそ雪を当市の宝として戦略的に売り込みたいということであ

れば、まず、市民が雪国へのコンプレックスを解消し、誇りに思えるよう、市民へのＰＲ

も平行して進める必要があると考えます。そこで次の３点について伺います。 

 （１）「第２回渋谷おとなりサンデー」には、何を出店しどのような反応があったか、費

用対効果を伺いますが、昨日もご答弁されておりますので、費用とトラブルなく予定どお

り行われ成果があったかを中心にお願いいたします。 

 （２）予算 1,500 万円の具体的根拠となる今後の事業計画見込みを伺いますが、これも

事業計画は昨日ご答弁いただきましたので、予算内で収まるのか、事業ごとの経費見込み
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を簡潔にお答え願います。 

 （３）近隣の魚沼市や湯沢町では、ずっと以前から夏場に保存していた雪を使って楽し

いイベントを開催してきました。当市では民間企業が雪室を使った商品には力を入れてい

るものの、多くの市民が実際に体験する機会はほとんどありませんでした。ようやく７月

の市の市民会議、「雪の市民会議ｉｎ南魚沼」では、定員 60 名で利雪施設と観光施設の見

学が予定されていますが、それも関心がある人の参加に限定されると思われます。この企

画プロモーション事業は、市民にとってこれほどの予算をつぎ込むべき優先的事業か。市

民がメリットを実感できる事業にふるさと納税を使ってほしいという声も一部にはありま

す。 

先日行われましたグルメマラソンには全国から約 5,000 人のランナーが参加し、その家

族や応援者や地元ボランティアに、グルメ村を目当てに集まる市民など、大勢が八色の森

公園で盛り上がりました。その開会式で、市長はこの企画プロモーションの話をされまし

たが、市民は聞くだけでは関心が沸きません。雪の冬のスキー場利用は限定的ですが、暑

い時期に実際に見て触れてこそ、雪の利活用や魅力も実感できるものだと思います。今後、

市民への理解促進のために、真夏の兼続公まつりや多くの人が集まる市内のイベントでも、

雪の利活用を話だけではなく発信するお考えはあるかを伺います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

田中議員の３つ目の質問に答えてまいります。なかなか自分もここでしゃべるのは、非

常に後にも将来に残っていく言葉になりますので、なるべく慎重にしゃべっているつもり

なのです。なので、事前にやはり原稿用紙に、これはかなり時間をかけて原稿を練ってい

るのです。なので、急にはしょれないところもありますので、その辺だけはちょっとお許

しください。 

 まず、渋谷の初台で開催しました、議員がおっしゃっていただいた「第２回渋谷おとな

りサンデー」に出店しました。費用対効果ということですけれども、要した費用はおとな

りサンデーだけですけれども、全部で約 180 万円という担当課から報告が上がっています。

今回の出店は、これまで経験したことがない雪をエネルギーとして活用する、ただ単に雪

遊びで滑り台をつくったとかそういうことではなくて、テーマを持って今回行っているわ

けですね。これは今までなかった視点だと思います。そういう内容が主です。 

参加者の中からは、非常にスポットエアコン――要するに雪室のミニ版で、雪室の効用

というか、こういう仕組みですというのをわかっていただきながらエアコン化して涼んで

いただいたのですね、例えばそういうこと。想像以上の涼しさに驚いたという声とか、さ

まざまなご意見をいただきました。もし必要があれば、ご質問いただければ、また担当の

ほうからも答えてくれるかと思いますが、細かくはたくさんいろいろな声が上がってきま

した。 

今後、これらのエネルギーとしての雪の魅力について、イベントなどで試験を重ねなが
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ら情報発信していきたい。３月議会でも、12 月の議会でも多分、言っていたと思うのです

けれども、これをなかなか例えば事業を積算して、こうであるからこうしますと、きちん

と出せないということを、私この席から、おわびも含めて申し上げています。研究費的な

扱いでぜひ許してくれという話を、私はもとからしておりました。でも、徐々にこういう

ことをやろう、こういう会に出ていこうということは決まりつつできています。ただ、ま

だ歩きながら、走りながらという段階でありますので、相手もありながら、果たして出ら

れるのかとか、いろいろなことを交渉しながら実はやっています。 

なので、今後もご理解をいただきたいと思っているところであります。費用対効果とい

うのは、言うはやすく、なかなかできかねるというところも正直ございますので、よろし

くお願いします。しかし、予算の中でこれをやっていこうという努力をさせていただいて

おります。 

 具体的な根拠となる予算の事業計画見込み、清塚議員の一般質問でもお答えしているの

ですけれども、今後の予定としては、まずは７月 21 日土曜日ですけれども、渋谷の非常に

人混みといいますか、渋谷の顔の場所ですね。忠犬ハチ公の銅像のある近くの交差点から

東急の付近で行われる渋谷盆踊り、非常に大きなイベントです。それと８月第１週の週末

に恵比寿ガーデンプレイスの時計広場におけるＰＲイベント。 

もう一つは、清塚議員のときにお話をしたと思いますが、急に降って沸いたようですけ

れども、これは非常にスピード感を持って今ものが動き始めているなと、ちょっと感じさ

せてくれる、うれしいことなのですね。来年あたりできるかなと思っていた、非常に大き

な国際大会のある種目の競技の、それもやれる場所がすばらしい場所なんです。そこで、

この夏、我々が雪を持ち込んでアピールができ、来年、プレオリンピックですね来年は、

ここでその会場や周辺会場でできるか。 

そして、本番の 2020 年に本当に出ていけるか。確定があるわけではないのですね。本当

に闇の中を歩いているような感じも、正直言ってまだあるのです。ただ、そういう道筋が

できるために、ちょっと早いですけれども、ことしできるかどうかということで、非常に

喜んでもいますが、大変なんです。雪もあれは補正で削られなくてよかったなと思ってい

ます。とても雪が足りません。今現在も足りないぐらいな感じです。なので、断っている

ものもあるのです。 

そのぐらいに、我々当初はわからなかったのですね。３月議会でそんなことまで全部わ

かっていれば、もっとつけてください、逆ですということを言えたのですけれども、そう

ではありませんでした。やってみて、この事業に絡んでこられるかなと思う人たちからの

声も出てきているわけです。なので、その辺でぎりぎりの線で予算をつけてもらったとい

う認識であります。 

 ３つ目のことであります。費用ですね、渋谷盆踊りでは多分 200 万円とか、恵比寿ガー

デンプレイスでは 500 万円。これはなかなか広告エージェント等も絡むようなイベント化

の中では、我々が想像している以上にやはり予算の支出が必要になってくる場合もありま
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す。これらも含めてなかなか積算というか、そういうことができないということを、こう

いうことなのです。場所によっては、ただで出られない場所もあるのです。そういうこと

もあるのです。そういうことをご理解いただければと思います。 

 それから３番目の、市民に向けての理解を進めるためにやってほしいということ。市内

におけるイベントとしましては、例えば南魚沼市の観光協会とか、東日本高速道路株式会

社ですね、ＮＥＸＣＯと連携をして、関越自動車道の塩沢石打サービスエリアにおいて、

帰省客等の層をターゲットにした雪に触れていただく内容で実施する方法、これらもちょ

っと今考え始めています。市内の観光施設での雪を活用したＰＲなどが考えられます。 

しかしながら、今年度については先ほど申し上げたとおり、今申し上げたイベントで雪

がなくなるようです。なので、今、議員から指摘された点は、私もそういうふうに思い始

めていまして、うちの市民の皆さんに、向こうに何で持っていくのだということをよくわ

かってもらう、見てもらう、体験してもらうことなので、これについては来年考えてみた

いと思っております。そのときには、ぜひとも予算を通していただきますようによろしく

お願いいたします。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

まず、１点目のところですけれども、180 万円であったということです。私もあそこに

この後、議会前ですね、行ってみたのですけれども、木質チップ 50 センチをかけてあって、

その上にネットを張って、そして周りに重りをつけたような割に簡単な感じの保存で、裾

がちょっと１メートルぐらい引っ込んでいたので、運んだんだなというのはよくわかった

のですけれども、１回で大体どれぐらい運ばれたのか教えていただけますでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

これは、詳細は当然わかっておりますので、担当部のほうから話をさせます。加えると、

今回は陸送といいますか、トラックで運んでいますが、将来的には、この間、清塚議員も

話したように、エコのエネルギーをアピールしようとしているわけですから、基本的には

化石燃料等ではない、エコの輸送手段をとっていきたいという目標を持っていますが、今

回はトラックで運んでいます。量については、答えてもらいますのでよろしくお願いしま

す。 

○副 議 長  Ｕ＆Ｉときめき課長。 

○Ｕ＆Ｉときめき課長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

今回運びました量は、５トンということになっております。以上です。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

雪山を見てみますと、割と今の時点では以外に減っていないなという感じで、ただ、周

りはやはり雪が解けて水が出ていますので、これから梅雨時になって雨が降って、これで
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どれぐらい解けるのか。また、真夏になってかんかんと日がさしてどれぐらい解けるのか。

最終的にどれぐらいなのかというのは、やはり１年通してみないとわからない。市長がお

っしゃった、試験的にやっているということは見ていてもわかります。 

１点目の渋谷おとなりサンデーですが、狙ったとおりにできて、担当課のほうの実際に

やってらっしゃった方々にとっては、予定どおりにできて、これはまずまずうまくいった

なという感じなのかどうか、というところをお願いできますでしょうか。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

これは、直接行った担当課、担当課だけではないですけれども、のほうから答えてもら

います。実際の感触ですね。 

○副 議 長  Ｕ＆Ｉときめき課長。 

○Ｕ＆Ｉときめき課長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

感触というお話でございました。当日、私どものほうでは、ご来場いただいた方にアン

ケートをとらせていただいてございます。そのおとなりサンデーにお見えになった方の中

から 83 名ほどアンケートにご協力いただきました。回答者は 30代から 40 代の方が約 74％

ということで、92％の方は東京都内にお住まいの方がご回答いただいたという内容になっ

てございます。 

南魚沼市を知っている方というのは、94％いるのですが、なかなかこちらのほうにおい

でになったという方は、少のうございました。21％という結果がございました。その中で

も今回は雪のイメージをどのようにお考えかということで問いましたところ、ウィンター

スポーツやきれいなところであるというふうな方で半数の回答がある。 

ところが、雪の悪いイメージ等も、除雪が大変とか、自動車の運転が大変というのもい

ただいたのですが、その会場においでになりまして、こちらのほう、雪の活用方法がこん

なことがあるのを知らなかったというところで、雪室で食材が保存できるイメージはなか

ったと。芋が甘くなることを初めて知った。雪のパックで簡易的な、首にかけたりして簡

単に涼むというような体験もしていただいたのですが、そのような形でエネルギーとして

使えるということを初めて知ったということで、その後、もしこのようなイベントがあっ

た場合はまたお見えになりますかということも聞かせていただいたところ、大変満足だと

いうことで、90％の方からお答えをいただきまして、また来たいと。近隣であればまた情

報が欲しいというようなお答えがありました。 

ですので、このたびの雪の活用という意味で関していえば、大変成果があったというこ

とで課のほうは考えていますし、このイベントのあった地元の地域の方の反省会があった

のですが、やはり雪のインパクトがすごかった。昨年度が初めてなのですが、今年度は大

分お客様もお見えになったという評価をいただいております。以上です。 

○副 議 長  質問者に、総時間 50 分を経過しました。残り９分ぐらいとなっておりま

すので、まとめてください。 
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 ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

大変意義があったのだなということはわかりました。市民にとって、これだけの費用を

かけることに意味があるかとか、市民側から考えましても、やはり移住・定住交流人口が

増えると。こちらのほうに観光で来てお金が落ちたり、来てみたらいいところだなという

ことで、それが移住につながる。割と移住された方に聞いてみますと、何回か来てみたら

とてもいいところだと思って、こっちに住むことにしたという方がいらっしゃいます。結

婚でこっちに来るという方もいらっしゃるので、こういったきっかけになるという意味で

は、やはり大きなインパクトがあったのだなということで感じました。 

 ２点目のほうも、予算内で収められる。その範囲で、雪がなくなったり、予算がオーバ

ーするようであれば、それはもうお断りをするというような考えだということも伺いまし

たので、２番についてもわかりました。 

 ３点目の、地元のほうでのことですが、今、雪が足りなくなるかもしれないというよう

なことですので、そうなりますと、その中からまた、この地域での兼続公まつりであった

り、大勢が集まっているところに雪を、ことし使えるかということは、ちょっと厳しいの

かなと思うのですけれども、来年度以降について、そのことも含めて考えていただけるか

どうかについて最後１点伺います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

ことしはちょっと難しいかもしれませんが、雪の解け具合とか、みんながうーんという

顔をしています。だから、ちょっと難しいかもしれません。来年のうちのほうでやる場合、

例えばグルメマラソンなんかいい場所かなと思いますし、道の駅とか、ふだんのときの八

色の森とかで、例えばそういうところに雪があってもいいなと思います。ただ、量をいっ

ぱいとるというのはお金もかかりますので、どういうふうにできるか。まだ簡単なことは

言えませんが、いろいろなことを考えていいのではないかと。 

ただ、雪遊びをするという意味ではなくて、やはりその仕組みを、こういうのを世界に

アピールするのですよということをわかってもらいたい。そういうことに使えればと。こ

としの７月６日のシンポジウム、雪の市民会議、雪室サミットですね。ここでもいろいろ

なアピールをしていきますが、我々のところで雪の貯蔵というのは実験を始めています。

例えば一緒にプロジェクトに参加する皆さんが、南魚沼市に雪室をとっておく分について

は委託があるかとか、そういうことも含めて、量というのはこれからすごくいろいろなこ

とを考えていく。そのためのデータ取りの、ことしは１年だったということで、あれもこ

れもやってみたいのですけれども、予算等も含めて、とっておいている雪の量というのも

ありますので、その中で考えてやっていきたいと思います。来年に向かっては、またそれ

を精査して組み立てていくということになろうかと思います。 

○副 議 長  ６番・田中せつ子君。 
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○田中せつ子君  ３ 企画プロモーション事業の具体的進捗状況と今後について 

先ほど市長がおっしゃいました、高速道路東日本、ここは前からそういったことは確か

にやっているのですよね。あそこでやっていますので、そういった民間、ほかの事業所と

か、ほかの市町村とも連携するということもまた広がっていくのかなというふうに思いま

すので、その辺も検討していただけることを期待しまして終わりにします。 

○副 議 長  一般質問の途中ですが、休憩といたします。休憩後の再開を３時 10 分と

いたします。 

〔午後２時 50 分〕 

○副 議 長  休憩を閉じ一般質問を続行いたします。 

〔午後３時 10 分〕 

○副 議 長  なお、新潟日報社からカメラ撮影の願いが出ておりますので、これを許可

いたします。 

○副 議 長  質問順位 18 番、議席番号２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  傍聴者の皆様、大変ご苦労さまです。新人議員の梅沢道男でございます。

６月議会の一般質問最後ということで、先輩議員がこれまでやってこられた雰囲気を最後で

だれさせないように一生懸命やりたいと思います。よろしくお願いします。今回は、大項目

３点について質問をさせていただきたいと思います。 

１ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

まず、大項目の１点目、会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等についてというこ

とでございます。これまで地方財政の厳しい状況がずっと継続する中、地方行政の需用は多

様化とともに増加の一途をたどってきました。総務省の調査では、臨時・非常勤職員は平成

17 年の 45 万 6,000 人から、平成 28 年には 64 万 5,000 人と、この 11 年間で約 19 万人も増

加し、臨時・非常勤職員は、地方行政にとってはなくてはならない存在となっています。 

しかし、その任用等については、制度的に必ずしもこれまで明確に定められていなかった

ため、制度の趣旨に沿わない任用も行われてきたという実態があります。このような状態を

改善するため、平成 29 年５月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布さ

れ、その施行期日は平成 32 年４月１日となっています。この地方公務員の改正内容は大きく

２点ございます。 

１つ目が、特別職の任用と臨時的任用の厳格化でございます。まず、特別職の任用につい

ては、制度が本来想定する専門的な知識・経験等に基づき、助言・調査等を行うものに厳格

化をされました。また、臨時的任用職員の対象についても、国と同様に常勤職員に欠員が生

じた場合、これに厳格化するものとしたものです。 

そして２つ目が、一般職の非常勤職員これの任用に関する制度を明確化し、新たに会計年

度任用職員と位置づけ、期末手当等の支給も可能としました。そこで伺います。地方公務員

法及び地方自治法の改正は、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則、これ

を基本としながらも、地方自治における臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化を図るととも
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に、職務級の原則に基づき臨時・非常勤職員の待遇改選と雇用安定を図ることで、行政サー

ビスの質の確保を図るものと考えますが、この制度改正に対する市長のご認識を伺いたいと

思います。 

次２点目、会計年度任用職員制度に対する総務省の制度導入に向けた事務処理マニュアル、

これによれば、2020 年４月１日の法施行に向けて、2019 年度から募集を開始すると。それに

は関連条例等については遅くとも 2019 年の３月議会において成立する必要があると思いま

すが、現状における当市の制度移行に向けた計画の進捗状況、それと今後のスケジュール等

についてお伺いをいたしたいと思います。 

また、この制度改正については、職員団体等との十分な交渉や協議が必要になると思いま

すが、これらに対するスケジュール的な配慮については、どのようにお考えなのか、これに

ついても伺いたいと思います。 

次に３点目、この制度移行に当たっては、公共サービスの安定化を図るためにも、経験と

スキルを備えた、現に働いている臨時・非常勤職員を会計年度任用職員に移行することが、

住民サービスの維持や向上につながるものと考えますが、市長のお考えを伺いたいと思いま

す。 

最後４点目でございます。会計年度任用職員制度の創設は、これまで法の谷間に置かれて

きた臨時・非常勤職員の処遇改善がその趣旨と考えますが、当然、地方自治体の経費もかさ

むことから、国においても検討されていくこととは思いますが、地方財政計画に必要な財源

を盛り込むよう市長会を通じて国に強く要請するべきと考えますが、これについても市長の

お考えを伺いたいと思います。 

以上、壇上からの質問は４点お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○副 議 長  梅沢道男君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、梅沢議員のご質問に答えてまいりたいと思います。 

１ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

まず、大きな１項目目の会計年度任用職員制度の導入に向けた進捗状況などについてであ

ります。１番目から答えてまいります。臨時職員等の雇用安定によって行政サービスの質の

確保を図ることが目的と考えるが、市長の認識ということであります。おっしゃるとおり、

平成 29 年５月の一部改正によりまして、特別職の非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件

が厳格化されるとともに、一般職の会計年度任用職員制度が創設をされたところであります。

臨時・非常勤職員の任用根拠が明確になりまして、任用の適正化が進むものというふうに考

えております。この制度の導入によりまして、厳しい財政状況の中ではありますけれども、

臨時及び非常勤職員の待遇改善が図られ、人事評価による客観的な能力実証が行われること

などを考えると、行政サービスの質が向上する可能性を感じております。 

 南魚沼市におきましては、現在、子育て――これは例えば保育園、そして教育――小中学

校ですね、そして病院など多くの部署に臨時・非常勤職員がおります。行政ニーズの多様化
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や業務量のこれは本当に増加をたどっておりまして、また、合併後の職員のスケールメリッ

トにおける職員の削減というのもずっと続いてきたわけですね。この議場でも、既に正職員

のそういう数の問題については限界を迎えているのではないかということは、私はここから

も話をさせていただいたこともございます。 

 これらが、要するに業務量の増加などによりまして、行政の担い手としての臨時そして非

常勤職員の役割というのは大変大きくなっているということが言えます。今、全体で 530 で

すか。正職員というのは 970 人でございますので、それから比較しても大変その重みという

か多さ、業務量も含めた、そういうことで必要になってきているということはこれはもう事

実でございます。 

制度の導入によって、職務給の原則に基づきまして報酬などを適切に支給されることが求

められてまいります。なので、財源の問題はございますけれども、適切に対応していきたい

と考えております。 

それから２つ目の、2020 年の制度移行に向けた進捗状況についてであります。今の進捗状

況については、現在、臨時・非常勤職員の任用等の実態の把握を行っているという段階であ

ります。今後のスケジュールをお聞きになっております。大変重要なところでありますが、

実態の把握を行った後に、任用、勤務条件などの会計年度任用職員制度の内容についても、

よく具体的に検討を行わせていただきまして、お話しのとおり、職員組合と必要な協議を行

った上で――これは当然であります。そして、今年度の３月定例会、来年になりますと 2019

年ですが、今年度中の３月定例会において関係する条例案の提出を申し上げたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

３つ目の、公共サービスの安定化というところをとらまえて、現に今働いている臨時職員、

そして非常勤職員を会計年度任用職員に移行すること。これが住民サービスの維持や向上に

つながるというふうにお考えになっておられて、私にそれを問いておられます。現に働いて

いる臨時・非常勤職員の皆さんをこの制度に移行することによって、それぞれ当該する事務

に精通している方々が多い。こういう職員が対応して処遇改善による意欲向上の面も考慮す

ると、住民サービスの維持や向上につながるという面は非常にあると思います。 

しかし、国が示している事務マニュアルによれば、「新制度への移行時においても、会計年

度任用職員の採用に当たっては競争試験または選考により客観的な能力の実証を行う必要が

ある」というふうにされております。選考などを行わずに、今働いているということをもっ

て臨時・非常勤職員をそのまま移行するということは、私はできないと考えております。 

４つ目の、この制度の創設については経費もかさむことから、財政上のきちんとした必要

なものを、国に市長会を通じて要請するべきだというふうに考えるということであります。 

この制度の移行によって、条例で定めることにより期末手当の支給も可能となるというこ

とであります。その財源をどう考えていくのかということが大きな課題があります。任用、

勤務条件などを検討する上でも、この財源の問題は大きくかかわる部分であります。 

国において地方財政の措置につきましては、検討中という今の段階で、制度はつくったけ
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れども、財源はまだこれからですと言っているのに等しいですね。なので、市としましては

厳しい財政状況がありますので、これをどういうふうに考えるか。今後、必要に応じて、議

員ご提案のように、市長会を通じ国に要請することも検討したいと考えています。話はいろ

いろ出てまいります。具体的なところについてこれからもっと加速度的にこのことが市長会、

これは県、そして北信越市長会、そして全国市長会がございます。これらで大いに議論され

ることになる。これはうちの市だけの問題ではありませんので、当然なことでありますが、

我々も声を上げてまいりたいと思っております。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

ありがとうございました。会計年度任用職員の問題、そういう意味では、地方自治体にお

ける雇用関係の大きな変化だというふうに思っていますけれども、国のほうも国会での総務

相答弁なんかを読みますと、これまでの各自治体における取り組みを、そのまま会計年度任

用職員にも当てはめていただくことになるというような答弁も実はございます。マニュアル

とどこまで整合性がとれるのかという部分もございますが、ぜひまた効率的な運営が可能に

なるように、やはりスキルという部分は一朝一夕にできるものではございませんで、その辺

も含めて、ぜひ、検討をお願いしたいというふうに思っています。 

また、これまでの運用ですと、恐らくフルタイムでなくて、若干時間を減らすとか、任用

形態によっては、途中に空白期間を少し設けるというような雇用関係があったかと思うので

すけれども、これも国の国会答弁では、それらの運用といいますかは、今後、会計年度任用

職員制度については、趣旨に沿わないものであり、国も助言していくというような答弁もご

ざいますが、これらの今後の取り扱いといいますか、その辺について今現在もしお考えがあ

りましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

私が今の言葉を全部ちょっと理解してしゃべっているかどうか、もしそごがあったら申し

わけないのですけれども、その場合はちょっと答えてもらうようにしますが。 

制度がよくなりますね。いろいろな議論が国会でされていたりということは、我々も関心

を持って見ていますが、見落としている部分もあるかもしれません。ただ、趣旨としてどう

いうふうに向かおうとしているかというのは、把握して自分でも理解しているつもりですけ

れども。先ほどの３番目の項目の質問ですよね。そのまま移行するとか、ずっと続けてとい

うのがありますが、これは制度がやはりよくなっていくわけです。雇用の条件がですね、そ

のためにまたやるわけです。 

同一労働同一賃金といいますか、そういう趣旨やそして正職と臨職の格差の問題、そうい

うことが全部ある中で、これが見直されていく中で、制度が改まってよくなっていくという

ことですから、厳しさも持つところもありますけれども、よくなっていく。この中では、労

働の公平化、これも非常に考えなければいけない。多くの人が採用試験を受けに来るかもし
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れません。なので、そういう部分を勘案しながら進んでいく。非常に厳しい面も持っている

のではないのかなという思い。そのまま移行というのはなかなか難しいのではないかなと思

いますが、これは担当のほうもいろいろ考えておりますので、ちょっと答弁をさせますので、

よろしくお願いします。 

○副 議 長  総務課長。 

○総務課長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

今度、会計年度任用職員になりますと、フルタイムの会計年度任用職員とパートタイムの

会計年度任用職員というのができるはずになっています。今のいわゆる臨時さんといわれて

いる、私どもで言いますと一般職の非常勤職員は、正規職員よりも皆さん短い時間で働いて

いるのですけれども、今度は正規職員と同じフルタイムで働くという制度もできるというこ

とになります。 

その辺は、職場の実情に合わせてフルタイムで働いてもらいたいというか、こちらももら

いたい、本人もそうしたいということであればそうなっていくであろうと思いますし、もう

１点は、空白期間の件ですが、雇用側の一方的な都合で、いたずらに空白期間はつくるなと

いうことでありますので、その辺は制度にのっとった上でやっていこうというふうに考えて

おります。以上です。 

○副 議 長  梅沢議員、一問一答方式をとっていますので、今、市長の認識ですと、３

番ということで答弁をされたみたいなので、１個ずつですのでそれを言って、わかりやすい

ような一問一答でお願いしたいと思います。 

 ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

大項目の中に沿っていたつもりだったのですけれども、大項目の２番のマニュアルの関係

を少し今、答弁もいただきましたので、触れさせていただきたいと思います。今ほど説明の

ありました、今フルタイムではなくて若干短い時間の職員がいると。今度はフルタイムがで

きるとのお話がありましたが、そうでなくて、今も別にフルタイムは雇用できないわけでは

ないので、ただ厳格な状況がないので、今いろいろな負担の問題も市はあって若干短くして

いるということでしょうけれども。 

今度、会計年度任用職員の制度ということになりますと、今、課長から答弁がございまし

たように、市の都合ということでなくて、業務的にフルタイムなのか、業務的にパートタイ

ムなのかという、そこの位置づけというのが、今度は重要になってくると思います。これは

本人の意向とかということばかりではなくて、業務的にどうなのだという制度的な区分けが

必要になってくると思うのですけれども、これはこれから検討と。今、実態把握をしている

という市長のお話でしたけれども、恐らく７月、総務省のほうの調査ですか、恐らく７月中

くらいでもう回答しなければいけない調査が来ているのではないかと思うのです。そこで１

点、総務省のほうに回答しますと、例えば今後必要になってくる追加的財源なんかも含めて、

一遍、国のほうが把握をするというような格好になるのではないかと思っているのです。 



 - 64 -

先ほど市長のほうからも、職員団体ともきちんと協議しながらというお話を伺いましたが、

７月の調査を出すときに、一定程度そこは協議したり実態を示したりしてからやらないと、

後になって協議では、もう出してしまったからということになりかねませんので、その辺ス

ケジュール的にどうお考えなのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

この件につきましては、担当の部課長のほうから答えさせますので、よろしくお願いしま

す。 

○副 議 長  総務課長。 

○総務課長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

議員がおっしゃるとおり、今、国のほうから調査が来ております。今のところ国からの財

源措置とかが全く検討中で決まっていないようなので、これが調査がいって、それを見てか

ら国の動向が決まるということになると、これから制度設計をして３月に条例を上げるとい

う日程は、非常にきついタイトなスケジュールになると考えております。ですので、職員組

合との協議等はまだ制度設計がしっかりするとか、財源が決まってからでは遅いと考えてい

ますので、それが決まらないうちでも早いうちから、今の状況はこうだとか、お互いにどう

考えているかということを早目にやろうということで、職員組合ともそういう話を今してい

るところであります。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

私が正直言って心配していますのは、財源の部分であります。国がここで総務省のほうの

調査これらに基づいて、それを各自治体でどういう任用を考えて、どの程度のボリュームで、

それにはどのぐらいの財源が要るのか。恐らく国は、３月の議会で条例制定をして、来年度

募集してというスケジュールを考えているわけですから、そうなりますと、恐らくこのアン

ケートなんかをもとに地財計画なんかも出てくるのではないかというふうに大変心配してい

ます。 

国も何らかの資料がなければ、そこは手がつけられないわけですから。なおかつ、先ほど

言ったようなスケジュールでやるわけですので、この７月のアンケートというのは大変重要

になってくると思うのですけれども、その辺で、もう既に地方からは、例えば南魚沼市も含

め地方からはこの数字でもうアンケートが上がってきているではないですかと。今さらそれ

では足りませんなんて言われても、困りますよということにもなりかねませんので、ここは

大変重要だと思っています。 

ですから、そういう部分も含めて運用の内容を――今、組合ともというお話をされました

けれども――整理しないと、７月間に合わないのではないか。それをやっても今、課長から

のお話があったように、かなりタイトなスケジュールだろうというふうに思っていますが、

その辺についてちょっとお考えをお願いしたいと思います。 
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○副 議 長  梅沢議員、これは（４）番の質問と捉えて……（「いや、マニュアルの２で

結構です」と叫ぶ者あり）２番……（「２の続きですね」と叫ぶ者あり） 

 市長。 

○市   長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

お話の向きはよくわかります。担当のほうから答えてもらいます。 

○副 議 長  総務課長。 

○総務課長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

本当にタイトなスケジュールではあります。で、募集等も来年度になるわけですが、実際

としますと、今の臨時職員さんの数がそう変わるわけではないと考えております。業務量も、

制度は変わりますが、うちの臨時職員さんの総数とか、それが大きく変わるということはな

いというふうに考えております。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

総数は変わらないと、それはもちろん、恐らく今がそんなに臨時さんをとり過ぎていると

か、足りないとかということでないですから、それでいいのですけれども。問題は、制度が

変わってフルタイムとパートタイムの職員が厳格に出てくると。それは例えば今、ある意味

ほとんど全部パートタイムなわけですよ。それを業務ごとにフルタイムが必要な業務なのか、

この業務はパートタイムなのか。そこも含めて、組合等も含めて整理をして、それがないと

総務省のアンケートも、地財計画にそれが乗っていく資料に恐らくなるはずですから、それ

が必要だと思うのです。 

総数はいいけれども、新しい制度ができて、もう３月には条例も上げなければいけないし、

そればっかりではなくて、もう７月には総務省にアンケート結果を出さなければいけないわ

けです。そこを、例えば組合とも協議しなければいけないと話をしているということですけ

れども、課長もご認識のように、本当にタイトな中でどうやっていくのか。そこの部分をお

聞きしたいということです。よろしくお願いします。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

今ほどお答えしたとおり以上のことを言えるのかどうかわかりませんが、担当のほうから

再度答えさせます。 

○副 議 長  総務課長。 

○総務課長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

フルタイムとパートタイム、今ほとんどの方がおっしゃるとおりパートタイムですけれど

も、先ほど総量は変わりませんと言いましたが、大きな業務量に変化がなければ、今と同じ

勤務時間というのが基本ではないかなと思います。当然、部署によってフルのほうがいい業

務であれば、そうしなければいけませんけれども、そこが総量も変わらないということであ

れば、総時間もそう変わらないというふうに考えています。以上です。 
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○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

あまり細かいことを言いたくはないのですけれども、今の職員がほとんど全部パートタイ

ムであるというのは、それは業務内容や業務量で換算してそうしているわけではないでしょ

う。これは雇用する側の負担の問題から、あまり言いたくないですけれども、今そうしてい

る。確かに今それがどうかと言えば、今の地方公務員法や自治法の中では明確化されていな

いですから、22 条職員ということでやっているのでしょうけれども、今度は会計年度任用職

員という制度ができて、これはそういう実態を整備して、本来であればフルタイムでやるべ

き仕事を、単に市の都合で何分でもないですけれども短くして、市の負担を減らしているだ

けなわけですよ。 

それを今度は会計年度任用職員制度の創設で整備をしようと。いわゆる官製のワーキング

プアとかという問題もありますけれども、そういった部分を国は整備しようということでき

ているわけですから、その担当部署で、今みんなパートで、それが業務量が変わらなければ

みんなパートでいいという、そういう認識ではもう会計年度任用職員の制度の根本が違って

いますから。これはできれば市長から、導入に向けてあまり細かいことを言っても今そうい

う状況みたいですので、任用制度の趣旨に沿った内容できちんと整備をしていきたいお考え

があるのかどうなのか。そこをでは市長からちょっとお伺いしたいと思いますが。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

法律に基づいた行政の執行者でありますから、そういう法の趣旨にのっとってきちんとや

らなければいけない。やりとりを聞いていて、そういうことからこの制度ができたというこ

とはわかっているのですけれども、それに合うか合わないかということをきちんと見定めな

ければいけません。 

ただ、やりとりの中でどちらが先かということをさっきも聞いていると、そのとおりのと

ころもある。国なのか、こっちからのほうですよ、そして国からはそれを見ないとわかりま

せんよ、実態はつかめません。あるかもしれませんけれども、それらも含めて、でも財源と

いうのはきちんとあってしかるべきだと思いますので、あとは国のほうでそういうことを言

いますが、地方の行政が国の法の趣旨を下されても、なかなか実態は合わないということも

あるかもしれません。そういうことはいっぱいあるのですけれども、それらも含めてきちん

と見定めていきたいと思います。慎重にやらせていただきたいと思います。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 会計年度任用職員制度導入に向けた進捗状況等について 

わかりました。本当に市長も言われるとおり、法の建前があっても財政という部分がござ

いますので、これはなかなか、じゃあ、建前で全部やれるのかという部分もあります。なお

さら、実は７月の総務省のアンケート調査これがそういう意味からも私は大変気になってい

ます。何度も申し上げるように国の財政措置ですね。国会では、必要な行政サービスを提供
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しながら安定的な財政運営を行っていけるように、地方が自由に使える一般財源を確保して

いくのだという国会答弁もございました。ただ、それが現実のものになるかどうかというの

はこれからになりますので、そのもとがやはり７月のアンケートだろうと実は思っています。 

このアンケートに、今まで全部パートだったからうちはパートでいいよというようなこと

でアンケートを上げますと、国はそれをもとに今度は基礎資料にするわけですので、そこは

ぜひ考えて、会計年度任用職員の制度をきちんとしていくと。ただ、アンケートを上げたけ

れども、例えば最終的に国の財政措置も含めてこうならざるを得なかったというのは、それ

は先に行ってあろうかと思います。アンケート対応だけは、アンケートに沿って最終的な決

定や条例をやるということではありませんので、国からきちんとした財源措置ももらえるよ

うに、ぜひ、その辺は配慮しながら、時間もあまりありませんが、対応のほうをよろしくお

願いをしたいというふうに思います。ちょっともう時間もあれですので、次に移りたいと思

います。 

２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

 大項目の２番でございます。魚沼地域の医療体制の充実に向けた取り組みについてという

ことで、新潟県の地域医療推進機構では、平成 27 年６月から平成 37 年３月まで、この 10 年

間について３つのステージを設定し、これまで取り組みを進めてまいりました。平成 29 年度

までの第１ステージでは、医療再編、基盤整備でしたが、病棟の稼働等が計画どおり進んで

いません。また、４月からは循環器科の医師不足から、心カテ等の救急外来が実施できない、

そういう状況に残念ながらなっています。このような状況に対して、実は３月議会でも質問

をさせていただきました。林市長も市民の命や安全安心の生活環境に及ぼす影響の大きさ、

これに対し大きな危惧を抱いているとの趣旨の答弁をいただきました。また、地域医療推進

機構の理事会においても、その辺、意見反映をしているのだということを、声を荒げながら

報告もいただきました。 

しかし、その後ちょっと２月の理事会の議事録を私もまた見させていただいたのですが、

林市長の発言が議事録に載っていなかったもので、３月議会の答弁とちょっと大きく食い違

いがあるように思えたものですから、ぜひ、この辺の経過についてひとつお伺いできればと

思います。よろしくお願いします。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

梅沢議員の２つ目のご質問、魚沼地域の医療体制の充実に向けた取り組みの中で、まず１

つ目ですよね。推進機構の２月理事会の議事録と、私の３月定例会において声を荒げながら

言った答弁と食い違いがあるということですよね。議事録になかったということですかね。 

３月定例会でも多分、こういう話をしたと思います。理事会の中でいろいろな話をしたと

いうふうに言っています。ちょっと詳細を申し上げます。これはあまり食い違ってばかりい

て、また次も同じことでは困りますので。 

２月９日の地域医療推進機構の臨時理事会は、４件の議題がありました。第１号議案では、
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理事の職務権限規程の一部改正、第２号議案、組織規程の一部改正、３号議案、公印規程の

一部改正、４号議案、平成 29 年度第２回臨時評議委員会の招集、これが議題になりました。

この中の議事録だけを見ているとないと思います。議事録は、この議案に関する発言のみが

記載されているということになっていまして、私が理事会における意見交換の場、要するに

よくあるその他とかというような部分と考えてもらえばいいと思います。この中で、ここで

はこのときは魚沼基幹病院の事業計画の変更についてに関する意見交換を理事長から求めら

れ、そして私も発言しましたし、魚沼市長さんもそのとき発言されている記憶があります。

地域医療推進機構の事務局が、議事録としては残っておりませんけれども、録音から起こし

た私の発言内容から抜粋して、これは全文読むわけにいきませんけれども、全文読めという

なら読みます。発言した趣旨を簡単に申し上げますと、まず１番目、ちょっと長くて申しわ

けない。 

まず１番目に、私の発言の趣旨です。基幹病院の稼働により救急患者が長岡に行く率が減

り改善があった。ただ、未稼働の病棟があることから、市立の医療機関を抱えている南魚沼

市としては、職員のモチベーションを維持していくことが大変な状況になっていること。こ

れらを趣旨にしながらいろいろな話をさせてもらいました。 

 ２つ目、南魚沼市民の声として、基幹病院は入院期間が短期であること。短い、すぐ出さ

れる。平均 10 日ですね。こういう問題でありますから、退院後が心配であること。これに絡

めていろいろな話をさせてもらいました。 

 ３つ目は、医師の確保については、自分自身も上京の際には派遣のお願いに、要するに上

京していろいろなところ、医療機関に派遣願いに回っていること。これらを説明させてもら

いました。共感もいただいているところであります。 

４番目、看護師確保のため、南魚沼市でも独自の奨学金制度を検討していること。これは

既に制定されたもののことを事前に話をしたところです。 

５番目、医師が地域に定着してもらうには、こういう頭を下げて医者に来てほしいという

話だけでは到底だめですよということで、教育機関等の充実が必要ではないかという私の持

論をその場で話しさせてもらい、そういう考えもあるかということで、皆さんと意見を交換

したということであります。これらは録音によって残されておりますので、３月議会で私が

言ったことと、答弁の食い違いということについては、こういう以上のことでありますので、

ご理解を賜りたいと思っております。以上であります。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

ありがとうございました。回覧が許されている議事録については、市長がおっしゃったよ

うに、その程度しか書いていなかったということで、いろいろな反映をしていただいて安心

いたしました。 

 次に２番のほうにいきたいと思います。３月のときの一般質問でも、その次に３月 28 日に

地域医療機構の理事会がまたあるので、意見反映をぜひお願いしたいというお話をさせてい
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ただきました。この３月 28 日の理事会では、魚沼基幹病院の事業計画の変更も含めた、林市

長が地域医療推進機構の理事となってから最も大事といいますか、ある意味、基幹病院の第

１ステージが終わって、本当に今いろいろな問題ができているわけですけれども、その見直

し計画ということで大事な会議がございました。 

今回、これは地元紙ですけれども、知事選においても、揺らぐ地域の医療という大きな見

出しで基幹病院の写真が一面に出ていたり、命のとりで、遠いフル稼働、こういうことで、

当市だけではなくて、県知事選の大きな課題にまでなっていたわけですけれども、重要議題

となった理事会に、残念ながら市長は欠席をされているようですけれども、どのような理由

ですとか、考え方、そういうものから欠席となってしまったのか。その辺ちょっとお伺いで

きればと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

一般質問でありまして、どのようなこともお聞きになるのは自由ですけれども、なかなか

そういうことがこの場にふさわしいかということも私は思っておりますが、どのような理由、

考え方で欠席したのかというご質問であります。これを細かく私は申し上げるつもりはない

のですけれども、公務に基づいてこれは欠席という判断をしておりますので、よろしくお願

いします。 

そして、大変重要な会議である議題の中身はよくわかります。先ほどの話として、２月９

日の臨時議会においても既にこの説明はあって、その上で私の代理が出ておりますので、そ

ういうところをご勘案いただきたいと思います。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

この３月 28 日の理事会で、基幹病院の平成 30 年以降の事業計画、これが３月改訂版の事

業計画です。これが決定をされました。大変重要な内容だったわけですけれども、今、市長

は、「代理」というお話をされましたけれども、地域医療推進機構の理事会は、代理はきかな

い会議ですよね。今、代理とおっしゃいますけれども、代理がきかない会議です。それでや

はり心配なのですね。 

この事業計画の中で新たに幾つかの問題が提起されていますけれども、そこへそれだけの

市長も問題意識を持ちながら、特に思っていますのは、理事会ですね。メンバーを見ても県

の福祉保健部の参与ですとか、基幹病院の院長、新大の医学部の部長、それから医歯学総合

病院長、それから県の福祉保健部長、本当にそうそうたるメンバーでございまして、この中

に一メンバーとして市長として参画をして意見反映ができる。そういう意味では、大変すば

らしい意義のあることだというふうに思っています。 

これは、市長が５万 8,000 市民の負託を受けて市長という立場にある。そのことからでき

ることで、市民の命・安全を守るという意味では、大変重い役割だというふうに思っていま

す。それを、公務ということですけれども、代理のきかない会議でございまして、副市長は
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オブザーバーでは行けても、発言権はないわけですよね。それは議事録を閲覧させてもらい

ましたから、理事から発言を求められれば発言ができますけれども、それは発言権はないで

すから、当日も求められるようなこともなかったということだと思います。 

実はこの事業計画自体も大変内容が変わっているところもありまして、この事態でいいの

かという思いも私はあるのですけれども、その辺、先ほど代理というような話がちょっと出

ましたものですから、その辺も含めて、代理のきかない会議に――あとの公務が代理がきか

ないのかどうかわかりませんけれども、その辺、やはりもう少し責任の重いものがあるので

はないかと思うのですけれども、ちょっとご発言をお願いしたいと思います。 

○副 議 長  梅沢議員、１つの会議にそういう公務が重複しているということで、どっ

ちがウエイトとかそういうことは言えないと思いますし、なかなか……（「市長のお考えを聞

いているのです。私はどっちが上だなんて言っていないです」と叫ぶ者あり）質問の中で、

こういうことがまず一般質問でありますと、では、ほかの議員のほうも、こういう会議には

出ていないがどうかというようなことも出てくる可能性もあります。この答弁においては。

なので、そういうことも配慮した上で質問していただきたいと思います。 

 市長。 

○市   長  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

おっしゃりたい中身は、なかなか直接は言いにくくて、ちょっと言いづらいのだろうなと

思います。代理と言ったのは、ちょっと訂正を、ちょっとだけ補足すると、オブザーバーと

いう形ですね。代理というのは認められないです。お話しのとおりです。副市長が行きまし

た。これは、それ以前に２月９日、それ以降にも、例えば私のところにはそれこそ責任の重

い立場でありますので、荒川理事長さんや内山病院長さんや、県の皆さんとかとは、その理

事会だけでものを決めているわけではないですよね。ここは決定機関ですけれども、その前

にいろいろなやりとりがある。そして、まさか私が確認もしていないのに理事会で重要事項

を決めるなんてことは、例えその日に私が欠席したとしても、そういうような信頼関係では

ありません。なので、事前に向こうからお話が来たり、私も病院に伺って話を聞いたりとい

うことはあるわけですね。こういうことをぜひ含んでください。 

そして、公務についてものの軽重を考えるのは私の職権でありますので、これがどちらが

重要かということは、おっしゃりたいことはわかりますが、なかなか私の口からもこの場で

は言えません。そしてこの経過、なぜ私がこの日に欠席になったかという経過については、

裏づけがありますので、これは担当の私のスケジュールを管理している担当者から、今、答

えさせますので、ちょっと聞いていただきたいと思います。 

○副 議 長  秘書広報課長。 

○秘書広報課長  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

今ほどの地域医療推進機構理事会の開催スケジュールの調整に当たりましては、機構の事

務局から依頼がありまして、数日間、この日程の理事会開催候補だということで連絡をいた

だきます。それについて、市長が出席できるかできないかを事前にお答えします。こちらに
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開催が決まりましたといったところが、実は市長は出席できないと回答したところが開催日

となったということで、事務局から通知があったものです。それによって、副市長がオブザ

ーバー出席ということになります。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

この欠席は、大変私は残念に思っています。 

 次に３番をお願いしたいと思います。この理事会の中で、地域医療推進機構の改定計画が

示されましたが、この中で平成 31 年度に基幹病院で新たに稼働させる病棟、これが地域包括

ケア病棟とするという方針が実は入っています。これは、これまでの医療再編の医療機関の

機能分担によって、地域で１つの病院を目指すという医療再編の大きなコンセプトがあるわ

けですけれども、これがこれからどうもちょっと変わっていくような気がするのですが。 

このコンセプトについては、地域の病院ですとか、医療機関、医師会、これらと協議をし

ながら、魚沼地域全体でこれに向かって進んできたかという認識でいるわけですが、ここで

こういった方針が基幹病院の理事会で決まっているようですけれども、これの事前協議等に

ついてどういう協議があったのか、開設者として市長はどういうような対応をされたのか。

その辺についてちょっとお伺いをしたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

それでは、ご質問に答えてまいりたいと思います。３つ目ですけれども、ちょっと登壇さ

せてもらいました。ちょっと長くなります。 

新たに稼働させる病床を地域包括ケア病棟とする方針を示したと。どのような協議が関係

医療機関にあって、そして開設者としてどのような対応をとったかということでありますが、

地域医療推進機構から地域の医療機関へ個別に協議を行っているとは、私は伺っておりませ

んが、５月 15 日の全体の説明会という中で、地域の当該する医療機関の皆さんが参加をされ、

それぞれ説明等また伺っているところだというふうに聞いております。いずれにしても導入

の理由として３つあると思います。 

 まず１つ目は、周辺病院の周辺病院の病床も満床に近いこと。そして、医療圏域内の病床

数が減少していることなどから――誰もわかっていることですけれども、基幹病院の入院患

者の８割から９割、圧倒的な割合で自宅退院、そして再入院となる患者もいるということで

あります。 

それから２つ目、基幹病院の診療科として圏域内に医療機関がないものや少ない診療科も

ある。皮膚科とか精神科とかも含まれる。それらの患者さんのように急性期外として取り扱

う患者が一定数いるということ。 

３つ目、基幹病院を受診する患者は、基本的には急性期としての対応になりますけれども、

地域包括ケア病棟を設けることで、周辺病院への転院や在宅復帰までの間、病状に応じた在

院日数の管理が可能になるということから、より患者さんに適した治療が行えるとこういう
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ことが言われております。 

基幹病院には、今後も地域完結型医療の実践や医療従事者にとって、魅力ある地域になる

ための取り組みの中心となっていただきたいということを考えておりまして、その旨でいつ

もさまざまな対応の判断をしているところであります。患者さん方の利益向上につながるも

のと考えておりまして、病院開設者としての特段の対応はこういうことで行っているという

ところではございません。 

○副 議 長  梅沢議員に申し上げます。質問時間があと 10 分となりましたので、まとめ

に入っていただきたいと思います。 

 ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 魚沼地域の医療体制の充実に向けた取組について 

わかりました。正直言いまして、15 日の説明会、これは理事会で方針が決まった後の説明

会ということで、市立病院群の出席についていろいろ問題もあるかと思うのですけれども、

私の言っているのは、コンセプトがそういう意味では今までと大きく変わってくるというこ

とであれば、やはり事前に地域の医療機関と相談をするというのが大原則だろうと。そうい

った部分をこの 28 日の理事会で市長からもぜひ提言をしていただいて、今後また３年後には

再度、計画を見直すという内容になっていますので、ぜひお願いできればという強い思いが

ございまして、質問をさせていただきました。 

３ 市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実について 

まだ少しあるのですけれども、ちょっと時間もございますので、大項目の３番をお願いし

たいと思います。市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実ということで、当市で

は健康都市宣言ですとか、スポーツ推進計画これらを策定し、市民が生涯にわたって健康で

文化的な生活を送ることができるよう、いろいろの取り組みを行っていただいています。 

スポーツ推進計画の基本理念には、スポーツによる健康で豊かな生活の実現、基本方針の

１番に生涯スポーツの推進を掲げています。運動施設の整備は大原運動公園、ベーマガスタ

ジアム、モンスターパイプやスケートパークなど、近年、整備が順調に進んでいるのだろう

というふうに思っています。一方で、高齢者を中心とした運動も近年人気が高まっていまし

て、特にグラウンドゴルフの愛好者は、体育施設の利用登録団体においても９団体、南魚の

グラウンドゴルフ協会の調査では、潜在的な愛好家を含めるとその数は 1,000 人にも迫るの

だというようなお話も伺いました。 

市では、さくり親水公園内のグラウンドゴルフ場ということで整備をいただいて、市内の

一大拠点になっております。市長杯や深谷市との交流会等、そういう意味では、ＣＣＲＣも

そうですけれども、よそからアクティブシニアを呼び込むためには、当市内のアクティブシ

ニアが本当に健康ではつらつとして、そこにまたよそからも大勢来ていただくという部分で

は、大変魅力的な施設になっているのだろうと思います。 

しかし、残念ながら施設的な部分で見ますと、若干もう少し手を入れられないかという部

分もございます。１つですが、さくり親水公園の常設トイレが１か所なものですから、グラ
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ウンドゴルフという奥行きの長いスポーツの中で、よそからも来ていただいたり、高齢者の

方ということになると、特に女性を中心とした方から多くの不満といいますか、要望が寄せ

られているという話を聞いています。これらについて、すぐどうこうというわけにはいかな

いと思いますが、市の状況を勘案していただいて、新設等検討していくべきではないかと思

います。これについて伺いたい。 

 それからもう１つ、駐車場スペースこれも…… 

○副 議 長  一問一答ですので……（「時間がないものですから、済みません」と叫ぶ者

あり）自分の配分だから。 

 市長。 

○市   長  ３ 市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実について 

短めにやります。さくり親水公園のトイレのことです。アクティブスポーツのほうだけで

はなくてお年寄りのスポーツの向上、これは健康寿命の増進ということで、非常にやりたい

と思っていることの１つで、ご質問をしてもらってありがとうございます。 

さくり親水公園については、私は何回も、現地の視察も含めて、自分でも時間があるとあ

そこへ行ってみて人の話も聞いたり、また、いろいろな大会に行って挨拶をして元気づけさ

せていただいたり、そういうことをやってかなり心を砕いている市長だと、私は自負をして

おります。 

これらの中で、１級河川の三国川内の河川公園なのですね。新潟県が設置及び管理者であ

り、公園であることから市の都市計画課がこれは管理受託を行っています。このグラウンド

ゴルフ場については、南魚グラウンドゴルフ協会が公園内使用許可を毎年取得して、そして

器具の設置等も行ってくれています。 

要望のトイレですけれども、よくわかっています。あのコースが長いために一番奥まった

ところにどうしてもトイレが欲しいということですね。河川区域内の堤防、そして川側の位

置に常設の建物を設置するということは、河川法によってこれは認められないのですね、川

の中には。現在の常設トイレについても、河川区域外に設置されているのはおわかりだと思

います。新設に当たっては、用地の取得、そして上下水道管の布設がどうしても必要です。

これがなかなかそう簡単ではないという理由です。 

そして、グラウンドゴルフ協会の皆さんには、必要に応じて参加者からの協力をいただき

ながら、仮設トイレによる対応をお願いして、仮設トイレであれば、河川の中でもいいです

よという県からのこともいただきながら伝えてあります。個々の方はいろいろなことを言う

と思いますが、協会役員の皆さんは我々の意向をよくわかってくれています。今後はなるべ

くそういう前向きにやっていこうということですが、現状はこうですということは皆さん把

握されておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ３ 市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実について 

市長からも現状をよく理解をいただいているということでございまして、当面、仮設とい
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う部分も含めて対応を進めていただく。負担の関係もございますけれども進めていただくと。

ただ、やはり将来的には常設トイレの設置に向けて、これは財政的な部分も用地的な部分も

あるのですけれども、ぜひ前向きなご検討をお願いしたい。特にこれからはアクティブシニ

アの皆さん、ここがはつらつと生活ができると。地元の皆さんがそうならないと、ＣＣＲＣ

でよそから来るかという話にもなりますので、ぜひ――私もじきそうなるのですが、私がな

るころにはトイレも整備をしていただくというようなことで、前向きな対応をお願いできれ

ばというふうに思います。 

 次に２番でございます。これ実は駐車場の問題ですけれども、今、三国川の堤防上にこれ

は許可をいただきながら砂利を敷いて駐車スペース等も利用者のほうで確保しているようで

すけれども、今ほどのトレイと同様でございまして、多くの方が大会等、交流会等、市長杯

もそうですけれどもおいでになる。そうするとなかなか駐車スペースが手狭な状況がありま

す。これは砂利敷き等で許可が今取れているというような状況もありますので、事故等もち

ょっと心配ですので、ぜひこの辺も含めてトイレ同様ちょっと検討すべきではないかと思っ

ているのですが、市長のお考えを伺いたいと思います。 

○副 議 長  市長。 

○市   長  ３ 市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実について 

駐車場はですね、私もよく場所もわかります。ここを拡幅したいというところも見てきて

います。当初は 15 台だった公園入り口のところからどんどん増やして、下流側には簡易舗装

を行って、今 55 台の駐車場ができ、今度はその上の堤防上に砂利を皆さんから敷いていただ

いて、市も関与しながら広げた。さらにそれをつくりたいという要望箇所がある。わかって

おりますので、これは何とか皆さんのほうで対応して頑張っていただいて、我々も県との交

渉とかさまざまなことでは一緒に頑張ってまいりますという話をしました。 

 最後１点、先ほどのちょっとトイレに戻って申しわけないのですが、私言い忘れたので言

わせてください。実はことし、仮設トイレに５万円――６万円かの予算計上をしたのです。

ただ、今回はあれ隔年なんですよ。深谷さんとうちと大会が行ったり来たりするのです。こ

としは、向こうで埼玉でやるので必要ありませんと言われています。そして、現場を見てお

られると思いますけれども、河川の上だとあそこは距離があって女性は大変なんです。本当

は仮設で、私が見たところ、常設よりも仮設で河川内のほうにくみ取りができる位置関係は

ありますけれども、そこに常設というか仮設を、やる時期につくったほうがよりいいのでは

ないかと、私は自分の目で見て感じておりますので、それも含めて、皆さんとまたいろいろ

な意見があったら教えてください。よろしくお願いします。 

○副 議 長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ３ 市民の生涯スポーツの推進に向けた施設整備の充実について 

ありがとうございました。いろいろな知恵を出し合いながら、利用している高齢者の方々

が快適に使えるような環境が実現できれば一番いいというふうに思っていますので、ぜひま

た、こちらもいろいろ検討しますが、市長も前向きによろしくお願いをしたいと思います。
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終わります。 

○副 議 長  お諮りいたします。本日の会議はこれで散会したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

○副 議 長  次の本会議は、あさって６月 15 日、午前９時半、当議事堂で開きます。大

変ご苦労さまでした。 

〔午後４時 07 分〕 
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